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【開催日】 令和３年３月１５日 
 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後４時１０分 
 

【出席委員】 
 

委 員 長 中 村 博 行 副委員長 藤 岡 修 美 

委 員 岡 山  明  委 員 髙 松 秀 樹 

委 員 恒 松 恵 子 委 員 森 山 喜 久 

委 員 宮 本 政 志   
 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

副 議 長 矢 田 松 夫 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 経済部長 河 口 修 司 

公営競技事務所

長 
桶 谷 一 博 

公営競技事務所

主任主事 
長 村 知 明 

公営競技事務所

主任主事 
村 上 良 平 

公営競技事務所

主任技師 
山 本 達 也 

建設部長 森 弘 健 二 
建設部次長兼下

水道課長 
井 上 岳 宏 

都市計画課長 高 橋 雅 彦 
都市計画課課長

補佐 
大 和 毅 司 

都市計画課管理

緑地係長 
森 山 まゆみ 

都市計画課都市

整備係長 
藤 本 英 樹 

都市計画課建築

指導室主任技師 
國 川 恵 子 

都市計画課建築

指導室主任技師 
明 神 孝 明 

下水道課技監 藤 岡 富士雄 
下水道課課長補

佐 
西 﨑  大 



 2 

下水道課主査 熊 川  整 下水道課主査 小 路 弘 史 

水道事業管理者 今 本 史 郎 
水道局副局長兼

総務課長 
原 田 健 治 

水道局次長兼業

務課長 
伊 藤 清 貴 

水道局施設維持

課長 
伊 東 修 一 

水道局工事管理

課長 
江 本 浩 章 水道局浄水課長  西 山 洋 治 

水道局業務課主

幹 
岡  秀 昭 

水道局工事管理

課技監 
藤 山 靖 夫 

水道局施設維持

課主幹 
平 野 宏 明 

水道局総務課課

長補佐 
角 田 達 也 

水 道 局 総 務 課 

課長補佐 
中 村 浩 士 

水道局総務課財

政係長 
渡 邊 亮 治 

土木課長 泉 本 憲 之 土木課用地係長 日 高 辰 将 

経済部次長兼農

林水産課長 
川 﨑 信 宏 

農林水産課農林

係長 
平 健太郎 

農林水産課農林

係主任主事 
稲 葉  徹 農林水産課参与  多 田 敏 明 

【事務局出席者】 
 

局 次 長  石 田  隆 書  記 光 永 直 樹 

 

【審査事項】  

１ 議案第１４号 令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算 

について 

２ 議案第１０号 令和３年度山陽小野田市駐車場事業特別会計予算について 

３ 議案第３３号 山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定 

について 

４ 議案第３４号 山陽小野田市地区計画の区域内における建築物の制限に関 

する条例の一部を改正する条例の制定について 
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５ 議案第１８号 令和３年度山陽小野田市下水道事業会計予算について 

６ 議案第３２号 山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の 

制定について 

７ 議案第３８号 財産の減額貸付けについて 

８ 議案第１６号 令和３年度山陽小野田市水道事業会計予算について 

９ 議案第１７号 令和３年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算について 

 

午前９時 開会 

 

中村博行委員長 おはようございます。ただいまより産業建設常任委員会を開

催します。それでは、早速審査に入ってまいりますが、審査番号の１番 

議案第１４号令和３年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計予算

について、執行部からの説明を求めます。 

 

桶谷公営競技事務所長 議案第１４号令和３年度山陽小野田市小型自動車競走

事業特別会計予算について、説明します。本日は、お手元の資料と併せ

て説明させていただきます。それでは、最初に予算書の２ページをお願

いします。第１条で、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２１９億２，３７０万

９，０００円としています。前年度と比較しまして、率で４３．３％、

金額にして６６億２，５６８万２，０００円増の積極型予算となってい

ます。続きまして、第２条では、一時借入金の最高額を前年度と同額の

３０億円としております。それでは、冒頭、予算の全体像・概要を説明

し、その後に予算書の説明をさせていただきたいと存じます。最初に、

令和２年度の売上状況と令和３年度の売上げの前提条件となります本場

の開催日程等について、説明させていただきます。お手元の資料の１―１を

お願いします。こちらの資料は、令和元年度の売上状況となります。昨

年９月の決算委員会で説明した内容と同じものになります。続きまして、

資料の２―１をお願いします。こちらの資料は、令和２年度の２月まで

の売上状況になります。左から見ていきますと、２月まで、本場開催は

ミッドナイトレースも含めて８１日開催しております。内訳は、昼間の
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通常開催が４８日、そして、ミッドナイトレースが３３日となっていま

す。昼間の通常開催は、これまで中止はなく、順調に開催してまいりま

した。一方、ミッドナイトレースは、４月に新型コロナウイルスの感染

が拡大していることや、緊急事態宣言が全国に発令されたことなどを踏

まえ、３日間、また、台風により２日間、計５日間中止となりました。

こうしたマイナス要因はあるものの、売上げについては１５７億８７０万

３，０００円、前年比１４４．６％となっています。こちらの伸びも、

全５場の中で１番となっています。特徴として、中央あたりに記載して

おります重勝式の売上ですが、こちらが４１億６，５４３万４，５００円、

前年比１５２．８％と好調に推移しています。続きまして、資料の２－２

をお願いします。こちらの資料は、同じく令和２年度の２月までの売上

状況ですが、ミッドナイトレースのみを抜き出した売上状況になります。

資料の作成上、右端に記載があります重勝式「当たるんです」も含んだ

資料となっています。ミッドナイトレースですが、昨年の夏から、山陽

場での特色あるレース、そして、お客様に予想しやすく楽しんでいただ

くことに重点を置き、業界初となる６車立てのレースを開催しています。

おかげさまで、重勝式も含めた総売上は好調に推移しています。今後も、

試行錯誤、いろいろ模索しながら、企画レースも含め、売上向上に努め

てまいりたいと考えています。なお、今年度の本場開催は、昨日まで開

催しました４日間のミッドナイトレースをもちまして、無事に全て終了

しました。重勝式「当たるんです」は引き続き発売してまいりますが、

今年度の最終的な売上げをおよそ１７０億円と見込んでおります。続き

まして、資料３をお願いします。こちらの資料は、令和３年度の本場開

催のレース日程等になります。まず、上段１の通常開催レースの日程で

すが、開催日数は１の表の下に記載していますように令和２年度と比べ

５日増の５６日としています。内訳は、特別ＧⅠが５日、ＧⅠが１０日、

ＧⅡが１０日、そして、普通開催が３１日となっています。特色としま

しては、１の表中⑦になりますが、９月に山陽場では初めてとなります

ナイターレースを３日間開催することとしています。これは、昨年９月

に開催しました「特別ＧⅠ共同通信社杯プレミアムカップ」を、仕事帰
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りのお客様に楽しんでいただくため、全日薄暮レースとしたところです

が、おかげさまで、売上げが好調でありました。こうした実績を踏まえ

まして、有観客で消音マフラーを装着して開催することに相成りました。

続きまして、２のミッドナイトレースの日程ですが、令和２年度と比べ

１８日増の６１日としています。下期には、初めての試みになりますが、

ＧⅡのグレードレースも計画しています。黄色でマーカーしてあるとこ

ろが昼間の通常開催とミッドナイトレースを合わせた総開催日数となり、

今年度より２３日増の１１７日を計画しています。続きまして、３の４

重勝単勝式「当たるんです」の発売ですが、これまでの実績から、車立

てが少ないレースは払戻金額が少なくなるものの、的中確率が上がるた

め、非常に人気が高くなっています。こうしたことから、発売は車立て

の少ないレースを優先することとしています。成立回数については、今

年度の実績を踏まえ算出しています。続きまして、４の総営業日数は、

場外発売を含め、３５０日としています。また、レースの形態ごとの売

上金額、返還金、発売収入は、記載しているとおりです。表の右端の一

番下の黄色でマーカーした金額２１４億３，８９７万５，０００円が発

売収入の総額になります。ここで、恐れ入ります。予算書の１０、１１

ページをお願いします。１款１項２目の勝車投票券発売収入が、この金

額になります。その他、特に資料には記載していませんが、令和３年度

におきましても、グレードレース７として、全グレードレースの第７レ

ースの２連単払戻率を通常の７０％から８０％に変更して行うこととし

ています。場外車券売場の拡充についても努力していきたいと考えてい

ます。資料３の説明は以上でございます。本場開催に当たりましては、

レース自体の企画に加えて、多彩なイベント等も織り交ぜながら、これ

までのお客様、そして、これからのお客様に感動をお届けできるよう「分

かる、当たる、楽しい」をモットーに、充実した開催にしていきたいと

考えています。続きまして、予算書に沿いまして説明します。まずは、

歳入からになります。１０、１１ページをお願いします。１款１項１目

入場料収入２７０万円は、特別席の入場料収入となります。現在、特別

席については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用いただ
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いておりません。業界ガイドライン等を遵守する中で、感染状況等も見

極めながら、慎重に対応していきたいと考えています。続きまして、２

目勝車投票券発売収入２１４億３，８９７万５，０００円は、返還金２億

３，４５５万２，０００円を含んだ額となります。予算額は、前年度よ

り６５億６，６１５万８，０００円の増となっています。これまで説明

しましたとおり、ミッドナイトレース開催日数の増、そして、重勝式「当

たるんです」の好調な売上げを反映したことによります。続きまして、

３目勝車投票券発売副収入については、主なものとして、３節勝車投票

券払戻時効収入を、前年度より２００万円増の１，２００万円計上して

います。続きまして、４目入場券発売副収入については、前年度と同額

の１，０００円を計上しています。続きまして、１款２項１目諸収入で

すが、主なものとして、オートレース活性化推進事業助成金は、５１７万

４，０００円計上しています。また、場外発売事務協力収入は３億

６，６６８万６，０００円計上していますが、近年の販売チャンネル構

成の変動により減額傾向が続いています。続きまして、選手会部品庫会

計貸付金返戻金１，５００万円は、年度当初に選手会部品庫会計に貸付

金として支出したものが、年度末に同額返戻されるものです。最後、レ

ース映像利用料収入２４４万５，０００円は、この度、新規で計上する

ものです。これは、本場開催時に、施行者側で製作した生のレース映像

を民間ポータル会社に提供する際の映像利用料になります。続きまして、

１款３項１目財産運用収入は、４１２万２，０００円計上しています。

内訳ですが、土地貸付収入が１万５，０００円、建物貸付収入が４１０万

７，０００円となっています。続きまして、２目利子及び配当金は、保

有しています２つの基金の預金利子を計上しています。上段の小型自動

車競走場施設改善基金預金利子は８万円、下段の小型自動車競走事業財

政調整基金預金利子は１万７，０００円計上しています。続きまして、

１２、１３ページをお願いします。２款１項１目山陽小型自動車競走場

施設改善基金繰入金は、スタンド改修に係る事業費に充当する予定でし

たが、後ほど歳出のスタンド改修事業と併せて、改めて説明させていた

だきます。続きまして、２目小型自動車競走事業財政調整基金繰入金は、
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後ほど歳出で説明させていただきますが、測量調査委託料に充当するも

のです。続きまして、３款１項１目市預金利子は、小型自動車競走事業

特別会計の払戻準備金と選手所得税預り金の預金利子として１万円計上

しています。歳入の説明は以上となります。続きまして、歳出の説明に

移りたいと存じます。１４、１５ページをお願いします。１款１項１目

一般管理費は、一般管理業務に要する経費で、４億３５９万７，０００円

計上しています。前年度と比較して、２億１，０７９万３，０００円増

額となっていますが、主な要因は２４節積立金が増額になったことによ

るものです。上から説明します。２節から４節、そして１８節が職員５

名分の人件費となります。８節旅費は１５０万円を計上しています。

９節交際費は１０万円を計上しています。１３節使用料及び賃借料は

４９万３，０００円を計上しています。上段の通行料は、高速料金４万

４，０００円を計上しています。下段の機械器具借上料は、公用車のリ

ース料として４４万９，０００円計上しています。続きまして、２４節

積立金は２つの基金を合わせて３億６，３０９万４，０００円を計上し

ています。上段の山陽小型自動車競走場施設改善基金積立金は、利子分

の積立て８万１，０００円も含めて、３億３，７０８万１，０００円を

計上しています。これにより、令和３年度末の予算上の残高見込みは

１０億６，６７８万６，０００円となります。下段の小型自動車競走事

業財政調整基金積立金は、利子分の積立て１万８，０００円も含めて、

２，６０１万３，０００円を計上しています。これにより、令和３年度

末の予算上の残高見込みは２億２２３万３，０００円となります。続き

まして、一番下の段、１款２項事業費からが直接競走事業に関わる予算

となります。１目から４目までは、ナイターも含めた昼間の通常開催、

重勝式「当たるんです」、そして、ミッドナイトレースを合算したもの

となります。まず、１目事業費は５４億７，５６５万５，０００円計上

しています。前年度より１５億８，８４８万３，０００円の増額となっ

ていますが、ミッドナイトレースも含め、本場での開催日数が大きく増

えたことと、重勝式「当たるんです」の好調な売上げに連動して、各経

費が増額となっています。１６、１７ページをお願いします。上から説
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明します。１０節需用費は、１，７１０万２，０００円を計上していま

す。上段の消耗品費９１０万円の主なものは、ミッドナイトレース等で

使用する消音マフラーの部品代になります。２段目の燃料費７９３万

５，０００円は、同じくミッドナイトレース等で使用する照明設備の自

家用発電機の燃料費となります。続きまして、１１節役務費は４，４４６万

３，０００円を計上しています。２段目の保険料３４万８，０００円は、

昇降機賠償責任保険料、車両・建物共済保険料となります。３段目の競

走車運搬費は、４，１２９万７，０００円を計上しています。下段の銀

行業務手数料２８０万８，０００円は、本場開催時の現金取扱手数料に

なります。続きまして、１２節委託料は４２億１，３８７万円を計上し

ています。上から、設備保守委託料１８１万１，０００円は、自家用電

気工作物保安管理業務を委託するものです。次のＣＳ放送業務等委託料

１億５，０７０万２，０００円は、ミッドナイトレースのＣＳ放送業務

などを委託するものです。次の選手宿泊管理委託料は、６，３１０万円

を計上しています。次の発売業務委託料６億４，６７１万円は、重勝式

「当たるんです」の発売を日本写真判定㈱に委託するものです。次の競

走会業務委託料４億１７１万５，０００円は、競走実施法人であります

西日本小型自動車競走会へ審判業務等を委託するものです。次の照明設

備運用業務委託料３億１４６万７，０００円は、主としてミッドナイト

レースの照明設備の建設費用の償還になります。次の包括的民間委託料

は、日本写真判定㈱との契約により６億２，０００万円を計上するもの

です。次の電話投票業務委託料４，６０２万７，０００円は、公式オフ

ィシャルサイトで車券の発売を委託するものです。次のインターネット

投票業務委託料１４億８１０万９，０００円は、民間ポータル会社４社

にインターネットで車券発売を委託するものです。最後の場外発売運営

委託料５億７，４２２万９，０００円は、各場に場間場外発売を委託す

る経費と、オートレース宇部とオートレース笠岡に専用場外として場外

発売を委託する経費になります。続きまして、１３節使用料及び賃借料

は、１億２，０５６万６，０００円を計上しています。上段の機械器具

借上料２０５万３，０００円は、場内にあります集計センターの投票シ
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ステムの更新に伴い、新システムと各投票所の発券機を接続するネット

ワーク機器の借上料となります。中段のシステム利用料４，１８０万円

は、ＴＺＳのシステム利用料となります。下段のリース料７，６７１万

３，０００円は、債務負担行為で予算措置しています８車８枠用機器の

リース料になります。こちらは、令和８年度で完済する予定です。続き

まして、１８節負担金、補助及び交付金は１０億７，４０５万３，０００円

を計上しています。上から、ＪＫＡ交付金４億１，６８０万３，０００

円は、本場開催による交付額に重勝式による交付額を含めた額になりま

す。次の開催場負担金２，３３８万８，０００円は、重勝式「当たるん

です」発売の開催場に対する負担金になります。次の特別拠出金４億

９，２１７万７，０００円は、こちらも重勝式「当たるんです」発売に

よる全国小型自動車競走施行者協議会への拠出金になります。次の選手

参加旅費は、４，８０７万円を計上しています。次の選手共済会分担金

は、８５１万６，０００円を計上しています。次の電話投票センター運

用経費負担金７，６７１万４，０００円は、公式オフィシャルサイトの

運用経費を負担するものです。次の山口県暴力追放運動推進センター賛

助金は、前年度と同額３０万円を計上しています。次の公営競技納付金

も前年度と同額１万円を計上しています。次の全国小型自動車競走施行

者協議会負担金は、６０７万３，０００円を計上しています。続きまし

て、１８、１９ページをお願いします。電気料金負担金２，０００円は、

市役所１階ロビーで放映していますオートレース宣伝映像の電気料金に

なります。最後、選手会助成金２００万円は、この度、新規で計上する

ものです。優勝劣敗の厳しい世界に身を置く選手の退職後の生活を経済

的に保障しようとするものです。従来から業界の退職金制度がありまし

たが、財政状況の悪化から新規の積立てを凍結しており、平成２７年度

以降入所の選手には退職金が全くない状況です。こうしたことから、山

陽場では新たな退職金制度を構築し、選手会に助成しようとするもので

す。これにより、選手の処遇改善のみならず、優秀な新人選手の確保に

つながればと、期待もしています。続きまして、２１節補償、補填及び

賠償金６０万１，０００円は補塡金で、前年度と同額を計上しています。
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続きまして、２６節公課費は、消費税及び地方消費税として５００万円

を計上しています。続きまして、２目賞典費は、選手賞金として８億

３，８５１万９，０００円を計上しています。続きまして、３目勝車投

票券払戻金は、１４８億４，３０９万７，０００円を計上しています。

続きまして、４目勝車投票券返還金は、２億３，４５５万２，０００円

を計上しています。続きまして、５目公営競技対策費は、選手会部品庫

会計貸付金として１，５００万円を計上しています。先ほど歳入で説明

したとおり、年度当初に貸付け、年度末に返戻されます。続きまして、

６目施設改善費は９，２９８万９，０００円を計上しています。１２節

委託料は５，０９８万９，０００円を計上しています。上段、測量調査

委託料は、地元の方からお借りしています第５駐車場の測量調査を行う

ものです。この駐車場については、昨今の利用状況を踏まえ、これまで

の方針を変更し、返還する方向で、地権者の方と協議を始めたところで

す。当時、水田であった土地を盛土と舗装をしており、土地の境界が確

認できていない状況ですので、土地をお返しするまでに、境界の確定測

量を行いたいと考えています。財源については、財政調整基金を充当し

ます。また、下段の設計委託料４，７２３万８，０００円はスタンド改

修に係る設計委託料ですが、後ほど改めて説明させていただきます。続

きまして、１４節工事請負費は、４，２００万円を計上しています。こ

のうち、市の公共施設の修繕や改修を行う地域公益事業としての予算が

１，７００万円になります。残りの２，５００万円がスタンド改修の解

体工事費になりますが、こちらも後ほど改めて説明させていただきます。

地域公益事業ですが、令和３年度は、きらら交流館施設改修事業、厚狭

地区複合施設トイレ改修事業、高泊小学校放送設備更新事業など１４事

業を計画しています。続きまして、２０、２１ページをお願いします。

２款１項１目利子３０万円は、歳計現金が一時的に資金ショートする際

の一時借入金利子になります。最後に、３款１項１目予備費は２，０００万

円計上しています。歳出の説明は以上となります。ここで、まとめの説

明をさせていただきます。資料４をお願いします。まず、１は小型自動

車競走事業の根幹を成す開催に係る収支になります。この項目が、包括
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的民間委託に関わる収支となります。（Ａ）欄の歳入－歳出ですが、

２，３８１万円の黒字となっています。続きまして、２は開催以外に係

る収支になります。（Ｂ）欄の歳入－歳出ですが、５，８８５万

４，０００円の赤字となっています。続きまして、３は重勝式に係る収

支になります。特徴としましては、２つの基金に合わせて２億２，２００万

円を積み立てることです。その結果、（Ｃ）欄の歳入－歳出ですが、

５，２５１万１，０００円の黒字となっています。最後の４は、ミッド

ナイトレースに係る収支になります。ここでの特徴も、２つの基金に合

わせて１億４，０９９万５，０００円を積み立てることです。ミッドナ

イトレース自体は、収益性の高いレースとなっています。その結果、（Ⅾ）

欄の歳入引く歳出ですが、２５３万３，０００円の黒字となっています。

これら４つのグループの収支をまとめたものが、青色でマーカーした合

計（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ）の２，０００万円になり、これが予

算書の歳出の予備費になります。続きまして、その下、オレンジ色の項

目ですが、こちらが基金等も含めた予算の全体像となります。上から、

リース料の支払額７，６７１万３，０００円に、ただいま説明しました

予備費、これが単年度の収支額になりますが、これらを合算したものが、

２つの債務解消額（Ｅ）９，６７１万３，０００円となります。さらに、

基金への積立てと取崩しを整理すると、基金の増加額（Ｆ）は２億

８，７１０万５，０００円となります。これら（Ｅ）と（Ｆ）を合算し

たものが、実質的な収支改善額となり、３億８，３８１万８，０００円

となります。最後に、スタンド改修事業について、改めて説明させてい

ただきます。本事業については、設計業務を令和２年度中に終え、令和

３年度から実施設計に基づき解体作業を開始する予定でありました。一

方、新東スタンドについては、施設規模を縮小することにより、再度設

計を見直すこととしておりました。しかしながら、現施設を利用しなが

らスタンド改修を進めていくために必要となる詳細な設計業務を終える

ことができませんでした。こうしたことから、一旦、当初予算に計上し

ていますスタンド改修関連事業費と、その財源であります施設改善基金

繰入金を、近々のうちに第１回補正予算を上程させていただき、全て減
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額させていただきたいと考えています。御迷惑をお掛けして大変申し訳

ございません。以上で、資料も含めた全ての説明を終わります。施行者

として、令和３年度も公正かつ安全なレースに努めてまいる所存でござ

います。御審査のほど、よろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 説明は終わりましたが、結構長かったものですから、これか

ら質疑というと、途中で休憩になると思いますので、ここで換気を含め

て一旦休憩に入ります。４５分過ぎぐらいから始めたいと思います。そ

れでは暫時休憩に入ります。 

 

午前９時３８分 休会 

 

午前９時４５分 再開 

 

中村博行委員長 休憩前に引き続きまして、委員会を続けます。それでは、予

算書のほうから行きましょう。重複する部分については、それで結構で

すので、質疑を求めていきましょう。まずページを追っていきましょう。

２ページ、３ページの全体像ですが、ここはよろしいですね。（「はい」

と呼ぶ者あり）４、５ページもいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

７ページから総括です。７ページもよろしいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）同じく歳出の総括です。具体的なものは後から行きましょう。

それでは、１０、１１ページから質問していってください。 

 

森山喜久委員 １１ページの１款競走事業収入の２項事業外収入、１諸収入の

雑入。先ほど新規と言われたんですけど、レース映像利用料の収入です

よね。今年度から計上された理由を含めて再度教えてもらえますか。 

 

村上公営競技事務所主任主事 民間ポータル会社の一つから提案がありまして、

民間ポータル会社独自のウェブサービス、いわゆるスマートフォンなど

のアプリの中で、通常のＣＳ放送とは別に若者や初心者向けのオートレ
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ース放送を行うことで、さらなる売上向上を図るよう現在調整中です。

なお、競輪では既にサービスを開始しており、好評であると聞いており

ます。山陽オート側で制作をした生のレース映像を基に加工して、民間

ポータル会社が放送を行います。この映像使用料については、山陽オー

ト側で制作をした生のレース映像の使用料となります。 

 

中村博行委員長 いいことだね。今はそういう形のほうがいいね。 

 

宮本政志委員 払戻しの時効収入がありますよね。あれが、昨年よりも売上げ

が上がっていますから、当然、２００万円ぐらい上がっていますよね。

委員会で多分、委員長だと思うんですけど、ファンに還元するというこ

とを、ちゃんと考えるべきじゃないかってことで、手だては考えられな

いですか。時効が増えれば、それは収入が増えますからという解釈もあ

るけど、どうにか時効を阻止して、少しでも払戻しをしようという努力

はされませんか。 

 

中村博行委員長 時効の収入がいいと言えばいいけど、ちょっと気になるとこ

ろで、この改善策というものを考えていただきたいということだと思う

んですが、答弁をお願いします。今まで時効ですよというのは投票権の

裏に何か書いてある程度でしょ。それを例えば、場内に大きな看板を付

けるとか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 正に車券の裏側に書いてあるところを本場で周

知しているところなんですけども、それもプラスで周知していくと。今

のネット投票が増えている中では、ネットに関しましては、基本的に時

効にならずに自動で返還できるようなシステムを構築しておるんですけ

れども、改めて周知徹底していきたいと思っております。 

 

中村博行委員長 このページ、ほかにはよろしいですかね。 
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岡山明委員 土地貸付けとあるんだけど、これは売店とかの貸付料金なんです

か。この土地と建物の金額は。 

 

桶谷公営競技事務所長 基本的に、この土地建物貸付収入については、競走会

を始め、各種売店の皆様にお貸しをしている貸付料金ということになり

ます。ただいま御質問いただきました土地については、レース場の西側

の土地を民間の方にお貸ししておりますので、土地については、その貸

付料ということになります。 

 

中村博行委員長 レース場の上の部分と西側の部分ですね。 

 

岡山明委員 そうすると、建物の貸付けに関しては、４００万円の収入がある

と。今はコロナの影響もあるんですけど、売店に対して幾らかコロナ対

策として賃料を猶予するような形は何かあるんですか。 

 

中村博行委員長 去年、何かあったような気がするね。 

 

桶谷公営競技事務所長 令和２年度については、ただいま議員さんがおっしゃ

られたとおり、貸付料については、食堂は全額免除とさせていただいて

おります。一方、令和３年度については、従来どおりの金額で使用料の

ほうを頂くという予算を組んでおります。 

 

岡山明委員 前回は無償の貸出しで、今回は金額が入っているから、現状とし

ては前回の無償というんじゃなくて、今回は有償で、今までどおりの賃

貸料金を頂くと。貸付猶予はおかしいんだけど、コロナ対策の考えは、

令和３年度はないということですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 基本的には、そこで使用収益をされて営業されており

ますので、令和３年度については、従来の金額で契約をしたいというふ

うに思っております。 
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宮本政志委員 それで、この収入の分というのは、建物はどんどん古くなって

いますけど、別段、そういったものは考慮せずに、ある程度定額で、ず

っときているんですかね。 

 

桶谷公営競技事務所長 定額で頂いております。 

 

中村博行委員長 当初より値段は多少下がっているのかという話ですけど。 

 

桶谷公営競技事務所長 基本的に食堂については、ずっと下げてきておるとい

う経緯がございます。 

 

中村博行委員長 ５ページ、いいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは

１２、１３ページ。施設改善、スタンド改修も絡んでいるから、あとの

ところでやりましょう。それでは次に行きましょう。１４、１５ページ。

いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）１６、１７ページ。 

 

森山喜久委員 １０節の需用費、消耗品費が昨年から７００万円アップしてい

ると思うんですよ。先ほど消音マフラー等の購入と言われたんですけど、

それで全てということで理解してよろしいでしょうか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 ほとんどが消音マフラーの金額になっておりま

す。 

 

中村博行委員長 やはり回数が増えたということが大きいですか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 正に回数が増えて使用頻度が増えれば、落車等

により使えなくなりますので、その分を補塡するということが、まず１

点です。もう一つは、ナイターレースを９月に予定をしている中で、ミ

ッドナイトよりも３０名、４０名程度多く走られますので、その分も含
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めて手当てしていこうというところでございます。 

 

中村博行委員長 使用頻度が多いということですね。 

 

宮本政志委員 同じく需用費の燃料費、去年より１００万円下がっていますよ

ね。 

 

桶谷公営競技事務所長 昨年度はミッドナイトレースを開催するレースの期間

中は、選手の練習時間を含めまして、全て点灯しておりました。最近の

傾向としましては、鳥対策というのもあるんですけど、操作のオペレー

ションに慣れてまいりましたので、発売期間中は照明を消灯しておりま

す。それによりまして、トータルで１日のレースで２時間以上消灯する

時間がございますので、その分、燃料費は減らしております。 

 

宮本政志委員 燃料は、市内業者からですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 そのとおりでございます。 

 

髙松秀樹委員 自家用発電機を据えていますよね。これは、職員が全部付けて

いますか、それともマスターでどこかで付くようになっているんですか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 自家発電は保守管理を委託しておるんですけど、

１台ずつ発電機を立ち上げていただいております。照明の点灯は、マス

ターのコンピューターがありますので、職員が点灯するということです。

発電機は１台ずつ、その場で点灯する形になります。 

 

髙松秀樹委員 以前、説明があったかもしれませんけど、自家発電にした理由

は何だったですかね。 

 

桶谷公営競技事務所長 照明の電源を確保するには、大きく二つの手法がござ
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います。従来の商用電源から取る手法と自家用発電機から供給をすると

いう２通りがございます。商用電源から取った場合は、停電をした場合

に照明が消えてしまい、公正かつ安全なレースができませんので、自家

発電で対応する手法を選択しております。 

 

髙松秀樹委員 停電のときにほかに発券機とかいろんな機器類があるじゃない

ですか。これも全部落ちるんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 最低限、公正かつ安全なレースを確保するために、ＵＰＳ

とそれに連動した自家発というのは整備をしております。ただし、これ

らを現在設置しております照明機器をＵＰＳにつなげて発電機を回す

には容量が足りない状況でございます。 

 

恒松恵子委員 １２節の委託料で、日本写真判定への包括的民間委託料は、前

年度予算と比べて売上げが増えているのに同額であり、結局、売上げの

増額分は発売業務委託料で調整していると考えていいんですか。売上げ

が減ろうが増えようが、民間委託料は定額のままという契約ですか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 ただいま御質問いただきました内容が、正に契

約自体は定額で６億２，０００万円ではあるんですけれども、年度が終

わった決算の状況に応じて、売上げの増減の場合に双方で収益部分をプ

ラスにする、差し引くということで、協議の場を持つというような契約

形態となっております。発売業務委託料については、「当たるんです」

の委託料になりますので、いわゆる包括的民間委託料とは別のものでご

ざいます。 

 

恒松恵子委員 ということは、どの部分で増額されているんですか、日本写真

判定には。増額分の予算がどこに当たるかお伺いしたいと思ったので。 

 

桶谷公営競技事務所長 ただいま申し上げましたとおり、包括民間委託料の契
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約書上に明記されている金額は６億２，０００万円でございます。ただ

し、１年間が終わって、決算見込みを立てる中で、６億２，０００万円、

そしてうちの収益保証６，０００万円を上回るような収支が出た場合に

は、それらを協議して双方で分配するということになりますので、結果

的にこの６億２，０００万円を上回ることもありますし、反対にそこま

で売上げが伸びなかった場合には下回るという、そういった契約内容と

なっております。 

 

中村博行委員長 要するに、包括的に民間委託料で調整をしているということ。

ほかの部分の委託料については、固定された予算どおりで行くというこ

とですね。 

 

森山喜久委員 包括的民間委託の関係なんだけど、何年ごとにやるんでしたか

ね、契約を。 

 

長村公営競技事務所主任主事 現契約は、平成２９年度から来年度までの５年

間というふうになっております。令和３年度が契約最終年度となります。 

 

中村博行委員長 ５か年ということですね。 

 

宮本政志委員 １３節のリース料７，６００万円というのが、ミッドナイトの

照明の分でしたかね。 

 

長村公営競技事務所主任主事 こちら側の債務負担行為を組んでおります８車

８枠関係機器のリース料になります。照明とは別のものでございます。 

 

宮本政志委員 このリースは何年ですか。 

 

中村博行委員長 さっきしたけど、もう１回きちんと聞きましょう。 
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長村公営競技事務所主任主事 令和８年度に完済です。 

 

中村博行委員長 これ、平準化したやつよね、何年か前に。７，６００万円と

いうことですね。 

 

髙松秀樹委員 委託料のインターネット投票業務委託料がありますよね。これ

は４社で１４億円ということなんですけど、この４社の社名と、どうい

う仕組みで料金が発生をするのか教えてもらえますか。 

 

村上公営競技事務所主任主事 ４社を申し上げます。一つ目はギャンブーベッ

ト、二つ目はオッズパーク、三つ目はチャリロト、四つ目はウィンチケ

ットになります。委託料の額なんですけれども、各々の会社の売上げ掛

ける料率となっております。料率は各会社で異なってくるんですけれど

も、まずギャンブーベットが１２．８５％、オッズパークが１２．８％、

チャリロトが１３％、ウィンチケットが１２．８％となっております。 

 

中村博行委員長 役務費の競走車運搬も、前から言っているんだけども、

４，１００万円ということで、これはボートのように道具一つで選手が

移動できれば、こういったものがいらないようになると思うんですけれ

ども、そういったことの協議はなされているんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在、業界の中でそういった話は出ておりません。 

 

中村博行委員長 このページはよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

１８、１９ページをお願いします。先にスタンドの件に行きましょう。

スタンドの説明をしっかりもう１回してもらって、スタンドだけの質疑

をやれるところはやっておきましょう。なぜこうなったのかとか。資料

はないですね。１９ページのスタンド改修に関わるところがありますよ

ね、１２節の委託料の設計と、工事請負費の中のスタンド改修。やはり

委員の中からも何でこういう形になるのかということが内々に出てい
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ますので、その辺しっかりした説明をしてください。さっき概略は言わ

れたんですけどね。 

 

桶谷公営競技事務所長 スタンド改修については、令和２年度に全ての設計業

務を終えまして、令和３年度から本格的な改修に入る予定でございまし

た。その中で、令和３年度の具体的な内容としましては、スタンドの東

側に位置しております一部の施設を先行解体という形で、解体すること

としておりました。一方、東スタンドについては、東スタンド全部を取

り壊して、新しくスタンドを造る予定としておりましたが、２月に開催

させていただきました委員会の中でも説明をさせていただきましたとお

り、最近来場されるお客様が大幅に減っていること、それからコロナ対

策として換気設備を考慮した施設に見直すこととしまして、これらの設

計業務を令和３年度で改めて見直しするための設計料、大きくはこの二

つを計上させていただいておりました。こうした中、スタンドの実施設

計に当たりまして、複雑な建物の構造と機器移設の困難さ、この２点が

我々発注者側もそうですし、受注者側も想定していたよりも困難な状況

ということが分かりましたので、ここは一旦立ち止まって、これらも含

めて見直しをしていきたいということで、一旦令和３年度に計上してお

ります関連予算については、全額減額をしたいということを考えており

ます。 

 

中村博行委員長 要するに、上程は一応されたわけですけれども、大体そうい

うのが分かったのは、いつ頃ですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 具体的に、もうこれは期日内に間に合わないというの

が判明しましたのは、２月下旬でございます。 

 

中村博行委員長 ２月下旬に発覚したという説明ですが。 

 

髙松秀樹委員 設計業務の落札日、落札業者名、落札金額、既に支払っている
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ものがあるのかないのか、説明をお願いします。それと、これは基本設

計と実施設計を落札したのか、何を落札したのか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 落札の業者名、落札率と何を落札したのかとい

う質問というところで、落札業者は株式会社笹戸建築事務所でございま

す。落札率ですが、約４０％でございます。当初の契約額が約２，６００万

円でして、変更等を重ねまして現在の契約額が６，０３４万１，６４０

円でございます。契約の内容としましては、基本設計及び実施設計を契

約しております。落札日は平成３１年２月６日でございます。支払額な

んですけれども、契約当初の前払金として７９０万円、それから昨年度

末に基本設計等の部分引渡しを受けておりますのが５８０万円で、合わ

せて１，３７０万円を支払っております。すみません。先ほど日付を申

し上げましたが、落札日は平成３１年２月５日でございます。失礼しま

した。 

 

髙松秀樹委員 落札したんですが、いろいろ配線とか難しくてできないという

ことになったんだろうと思いますけど、オートとしては今後、どういう

対応を取られる予定になっていますか。 

 

桶谷公営競技事務所長 基本的に受け取れるものと受け取れないものの成果品、

その辺りの仕分を近々に行いまして、最終的には変更契約を結びたいと

いうふうに考えております。この度の実施設計の中で一番、我々が想定

した以上のものが判明をしましたのは、構造の複雑さと機器類の移設、

う回、取り回し、この辺りが一番困難さを極めているところでございま

す。その背景には、既存の図面でなかなか正確なものがなかったという

のが大きな要因の一つになっております。そういったもので、発注者と

受注者が最大限の努力をしまして、成果品が納められる状況まで持って

いければよかったのですが、最終的にそこまで持っていけなかったとい

うことです。途中の過程としては、メーカー等にも問合せ等をさせてい

ただきましたけど、細かい部分の詳細な図面等を入手することができま
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せんでしたので、非常に残念ではございますが、こういった状況になっ

たということです。 

 

髙松秀樹委員 図面等が入手できないと、業者のほうも、なかなか難しいです

よね。しかし、スタンド改修するんですよね。このまましないんだった

ら、もういいですけど、するということは、また入札を掛けるわけじゃ

ないですか。掛けたときに図面がない状態で、次はちゃんとできるとい

うことになるんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 その辺りは一旦立ち止まって、どういった手法でこの

スタンド改修をしていくのが一番いい形なのかということは、しっかり

考えていきたいというふうに思っております。今回のスタンド改修の困

難さの大きな要因の一つとして挙げられますのが、現施設を使用しなが

らスタンド改修をしていくというところが大きな困難でしたので、そう

いった辺りも含めて、どういった形でスタンド改修を進めていくのがい

いかというのは、改めて考えていきたいと考えております。 

 

髙松秀樹委員 参考までにお聞きしますが、落札金額２，６００万円で予定額

の４０％だったということですけど、入札を入れた中で、最高の金額は

幾らぐらいでしたか。 

 

桶谷公営競技事務所長 最高金額は８，６４７万２，０００円です。 

 

森山喜久委員 落札日は平成３１年２月５日ということなんですけど、当初の

契約はいつからいつまでで、完成はいつの予定だったんですかね。 

 

長村公営競技事務所主任主事 落札日の翌日の２月６日から令和２年２月２８

日までが当初契約でした。その後、今年度に掛けて繰り越した機器移設

の設計業務等を含めて、契約を延伸していたというところです。 
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髙松秀樹委員 基本設計分５８０万円は支払済みだということですが、基本設

計はもう終了しているということですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 そのとおりです。 

 

髙松秀樹委員 今後、このスタンド改修の実施設計の入札を掛ける場合、基本

設計は生きたまま入札になりそうですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 先の委員会でも説明をさせていただきましたが、東ス

タンドについては、規模を縮小することとしておりますので、使える部

分と使えない部分が出てくるのかなというふうには思っております。 

 

髙松秀樹委員 ということは、次に入札を掛けるときは、同様に基本設計と実

施設計の入札になるということですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 先ほど説明させていただきましたとおり、一旦立ち止

まって、どういった手法でこのスタンド改修を進めていくのがいいのか

というのは、慎重に考えていきたいというふうに思っております。その

中の一つとして、これまでのやり方を踏襲してやっていくのがいいのか、

あるいは、あくまでも一つの例ですが、性能発注的なものを取り入れて

やるのかという辺りも含めて、検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

 

髙松秀樹委員 ５８０万円は基本設計の成果品を提出されたということで支払

われたんですけど、前払金の７９０万円はどういうふうに考えたらいい

ですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 前払金の７９０万円については、この業務を実施する

上で必要となる契約書に基づいての前払金という位置づけです。 
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髙松秀樹委員 そこを教えてほしいんです。この業務をというのは、基本設計、

実施設計に掛かってくるんじゃないのかなと思って。それとも、基本設

計の部分というわけじゃないですね、基本設計代はお金を払ったんで。

７９０万円と５８０万円。この５８０万円は、もしかしたら、もう使え

ないかもしれませんよね。７９０万円の支払が妥当だったのかどうかと

いうのをお聞きしているんです。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在、最終的な精算を行っておりますので、その中で

必要があれば、それらの取扱いは慎重に対応していきたいというふうに

思っております。 

 

中村博行委員長 スタンドについては、また後日、審査をするようになると思

いますので、そのとき、また奥深く審査をしたいというふうに思います。

ほかにスタンドを除き、１８、１９ページで、あれば。 

 

森山喜久委員 １９ページの１２節の委託料で、測量調査委託料という形の分

で先ほど、第５駐車場の関係に触れられたと思うんですよ。その中で、

地主との協議を含めて言われたと思うんですが、現在の状況はどうなの

か教えてもらえますか。 

 

桶谷公営競技事務所長 駐車場については、これまで地権者の方と何度も顔を

合わせて話合いをさせていただいております。また先月には、地権者全

員にお集まりいただきまして、同じ一つの会場と言いますか、一つの部

屋の中で皆さんと協議をさせていただいておる、そういった状況です。 

 

宮本政志委員 地権者は何人ですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 地権者の方は５名です。 

 

宮本政志委員 この５名の第５駐車場の借地料は年間幾らぐらいですか。 
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村上公営競技事務所主任主事 ３２０万６，７５０円が令和２年度の借地料の

金額となっております。 

 

宮本政志委員 これは、早々に返還で決着がつくというふうに受け止めていい

ですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 その辺りを今、協議させていただいているところです。 

 

宮本政志委員 何か想定される問題があるんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 現在、交渉の過程の途中ですので、詳細な答弁は差し

控えさせていただきたいと思います。 

 

中村博行委員長 本会議場で３月に交渉するというような答弁があったと思う

ね。３月末ぐらいだと。その辺、やっぱり詳しいところ、深いところま

ではなかなか答弁しにくいんだろうと思うんですが、言える範囲であれ

ば、言っていただければと思いますが。 

 

古川副市長 この駐車場の問題については、かねてからずっと議員に言われて

おりました。こういう借り方がよかったかどうかということのそもそも

論もあるんですけど、ずっと合併してから常に言われてきた中で、やっ

と桶谷所長の代になって動き出したというところです。先日、１回説明

会を行いまして、それでまた、今月もするということで、やはり今まで

の歴史がありますので、相手方の意見も聞きながら、いい調整どころに

持っていきたいというふうに考えておりまして、今、相手の意見も聞い

ておりますので、その辺は桶谷所長が言った方向でいきたいと思います。

また、今月の終わりにも会議を持ちます。そうした中で、早いうちにこ

の件についても、ここだけじゃないほかの第１から第４の駐車場とたく

さんあるんで、こういうことがいいのかどうかは別にして、とにかく議
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員からもずっと言われておりますこの件については、今、一応動き出し

ました。話せるときになりましたら、また報告はさせていただこうと思

いますので、その辺、桶谷所長が言った形で進めさせていただきたいと

思います。 

 

宮本政志委員 今までの経緯の前提で、詳細が話せなければ仕方ないんですけ

ど、前に土地を返すときに原状回復、つまり田んぼに戻さないといけな

いと委員会でも言っておられましたよね。その辺の詳細を聞いていいで

すか。もしお答えできるなら。 

 

桶谷公営競技事務所長 田んぼに戻して返還をしなければならないというわけ

ではなく、目的物の返還義務に関する契約の中で、目的物の返還義務に

関する条項がうたってあります。その中で、地権者の方の要求があれば

というふうな、そういった文言でうたってありますので、要求があれば、

水田の形に回復して返還をするということです。 

 

髙松秀樹委員 委員長も産建にずっとおられるから分かると思います。過去、

そんな答弁じゃなかったですよ。田んぼに戻さんにゃいけないから、協

議が整わないということだったと思うんですよ。それで委員会の中で、

それは交渉したほうがいいですよと。田んぼに戻すより今の状況のほう

がいいんじゃないかという交渉をしてくださいという話でずっと進んで

きて、副市長の言われるように、ここに来てこういう方向転換で、議会

側としては非常にうれしい話なんですけど、若干何か答弁が違うような

気もしていますが。 

 

中村博行委員長 この辺の契約に関する文書というのはあるんですか。（発言

する者あり）ないならいいので、あれば出してもらって。 

 

桶谷公営競技事務所長 その当時の契約書の条項がどのようになっていたかと

いうのは、ただいま手持ちに資料がありません。直近の契約では、その
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ように、先ほど私が答弁したとおりの契約になっております。 

 

宮本政志委員 最初の地主から、田んぼの状態でオートの駐車場にするからと

いうことで借りた契約書自体はもう存在しないんですか。 

 

桶谷公営競技事務所長 それは、保存年限を過ぎておりますので、存在してお

りません。 

 

宮本政志委員 ５０年ぐらい前になりますから、ありませんよね。そうすると、

先ほどの地主の要求があれば田んぼに戻しますという、その根拠は何を

根拠にして、地主から要求があったら田んぼに返さないといけないとな

るんですかね。 

 

桶谷公営競技事務所長 それは、双方が合意をした契約に基づいてということ

になります。契約については、毎年度締結をしておりますので、毎年度、

締結する契約に基づいて双方が履行していくという、そういった形にな

ろうと思います。（発言する者あり） 

 

森山喜久委員 ちょっと聞くんですけど、先ほど田んぼからオートの駐車場に

する。５０年以上前なんで、資料がないだろうというのは分かるんです

けど、実際そのときに、農地転用の許可申請とかしているんじゃないか

なと。その転用の状況はどうなのかというのは、情報があるかないか教

えてもらえますか。 

 

桶谷公営競技事務所長 農地転用の手続はきちんと済んだというふうに承知を

しております。 

 

中村博行委員長 当然そうだろうね。 

 

宮本政志委員 地主の誰か、当初の契約書を持っていませんか。それは確認し
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てないですか。 

 

中村博行委員長 直近の話合いかどうか分からないんだけれども、契約書なり

があれば、委員会のほうに出してもらえますか。直近のものでいい。 

 

桶谷公営競技事務所長 了解しました。 

中村博行委員長 駐車場については、そうしたら３月の下旬ですか、そういっ

た改正があった後に所管事務なりで委員会を開催しようというふうに考

えております。それでは１８、１９ページ、いいですか。（「なし」と

呼ぶ者あり）２０、２１ページ。（「なし」と呼ぶ者あり）そうしたら

予算書を終わりまして、資料に入ろうと思うんですけど、ここで４０分

まで休憩します。暫時休憩に入ります。 

 

午前１０時３０分 休憩 

 

午前１０時４０分 再開 

 

中村博行委員長 それでは、休憩前に引き続き審査を続けます。資料の１の１

から見てください。それぞれ質疑を求めていきます。資料１の１で、先

ほど説明されたとおりですが。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

１の２を見てください。入場者数。いいですかね。本場がちょっと心配

だけどね。（「なし」と呼ぶ者あり）資料２の１を御覧ください。いい

ですかね。説明されたとおりですね。（「なし」と呼ぶ者あり）それで

は資料２の２ですね。これもいいですか。 

 

岡山明委員 重勝式の成立件数はどうなっているか、確認したいんですが。 

 

村上公営競技事務所主任主事 昨日３月１４日時点なんですけれども、重勝式

の成立数は、ミニが４，０４９回、メガが４３回、ギガがゼロ回、合計
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４，０９２回となっております。 

 

岡山明委員 ギガがまだ成立しないという状況で、今、半分ぐらい入っていま

すかね。 

 

村上公営競技事務所主任主事 ギガについてですけれども、まだ３００口ぐら

いしか入ってないんじゃないかと思われます。 

 

森山喜久委員 確認ですけど、開催日数が３３日ということで、先ほど説明の

中で、３日間コロナで休んで、２日間台風でというふうに言われたんで

すけど、本来３８日だったのが３３日になったのか、３３日のうち５日

間が休みだったのか、それを教えてもらえますか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 令和２年度のもともとの予定日数は４３日でし

た。先ほど説明した５日間を差し引いた３８日が本年度の日数になるん

ですけれども、お手元にお配りしております資料が２月末までの資料と

なりますので、昨日をもちまして３８日の開催が終わっているというこ

とです。 

 

中村博行委員長 それでは資料３。 

 

岡山明委員 ４ページの部分ですけど、総車券売上額と７掛式売上額という二

つがあるんですが、どういうものか説明をしていただきたいんですけど。 

 

村上公営競技事務所主任主事 総車券売上額についてなんですけども、一般的

な車券と重勝式を含んだものが総車券売上額となっております。さっき

も若干説明したんですけど、７掛式売上額については重勝式を除いた売

上額となっております。 

 

岡山明委員 そうすると、重勝式を除いた限りでは、飯塚と山陽に関しては１
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日の売上げは大差ないという解釈でいいですかね。 

 

村上公営競技事務所主任主事 ７掛式については、岡山委員が言われていると

おりです。 

 

中村博行委員長 資料３。今年度は売上げがだんだん上がってきたけど、ＳＧ

レースをしようというような話がありますか。 

 

桶谷公営競技事務所長 ＳＧを山陽場で引き受けるかどうかという質問だろう

と思います。ＳＧについては、向こう５年間に山陽場で引き受ける予定

は今のところありません。 

 

中村博行委員長 それと、新たにミッドナイトレースで大きいレースが予定さ

れているようですけど、ほとんど確定ですね。はい、了解です。それと、

ミッドナイトの選手賞金について、選手からの要望があると思うんです

けど、その辺の検討はされていますか。 

 

長村公営競技事務所主任主事 ミッドナイトレースについては、来年度、出場

手当が増額になることで業界決定されております。出場手当が１日２，

０００円増額ということになります。 

 

中村博行委員長 選手の福利厚生というか、退職金制度もできるようだし、い

いことだと思います。資料３はいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは最後の資料４。これで全体像が見えると思いますが、先ほど説

明された内容です。下のところを見ると相当改善されているということ

で、よく分かります。よろしいでしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

藤岡修美副委員長 重勝式、あるいはインターネット投票、ミッドナイトレー

ス等々で売上げは伸びてきているんですけど、ただ、業界全体でこれか

ら人口が減りますよね。２０４０年問題を一般質問させていただいたん
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ですけど、その辺の影響で、何か売上げがだんだん減っていくというよ

うな分析は、公営ギャンブル全体に通じると思うんですけど、オートレ

ースで、そういった分析されているようなものがあれば。 

 

中村博行委員長 ただ、コロナ禍になって、こういう業界が皆伸びているのは

予想外で。人口問題含めて、そういう協議はしていますか。 

 

桶谷公営競技事務所長 業界の中では、いろいろ分析をして売上げを伸ばす方

向で目標値なんかも設定して、業界一丸となって取り組んでおりますけ

ど、ただいま御質問いただきましたように、人口が減っていくのを想定

して売上げがどうこうという議論には今のところなっておりません。 

 

中村博行委員長 それでは、後日審査がありますので、質疑の途中ですが、こ

の議案については継続審査としたいと思います。よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、ここで職員入替えということで、

休憩にします。１１時から開催しますので、よろしくお願いします。 

 

午前１０時４８分 休憩 

 

午前１１時 再開 

 

中村博行委員長 それでは休憩前に続き、委員会を続けます。審査番号２番、

議案第１０号 令和３年度山陽小野田市駐車場事業特別会計予算につい

て、説明を求めます。 

 

高橋都市計画課長 議案第１０号令和３年度山陽小野田市駐車場事業特別会計

予算について、説明します。予算書の３ページ、４ページをお開きくだ

さい。予算総額は、歳入歳出とも２，９３３万８，０００円です。初め

に、歳入について説明します。予算書の１０ページ、１１ページをお開

きください。予算書と併せまして、先月２月２５日の補正予算の説明時
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に見ていただいたＡ３横の参考資料の令和３年度の欄も御覧ください。

１款使用料及び手数料、１項使用料、１目駐車場使用料は、新型コロナ

ウイルスの影響を考慮し、７６５万４，０００円としております。１節

駐車場使用料の主なものとしましては、通常の駐車場使用料６００万円、

定期駐車券分１５０万円などです。２款繰越金、１項繰越金、１目繰越

金は、令和２年度繰越見込額によりまして、２，１６３万９，０００円

としております。３款諸収入、１項雑入、１目雑入は、自動販売機の電

気料４万５，０００円としております。次に、歳出について説明します。

予算書の１２ページ、１３ページをお開きください。１款駐車場事業費、

１項駐車場管理費、１目一般管理費は９１８万９，０００円としており

ます。主なものとしましては、１０節需用費の電気代など、光熱水費５

４万円、設備の修繕料１４４万４，０００円、１３節使用料及び賃借料

の機械器具借上料５５４万４，０００円です。この機械器具借上料は、

出入口２か所のゲート及び精算機などの設備のリース契約に係るもので

す。２款予備費、１項予備費、１目予備費は２，０１４万９，０００円

を計上しております。説明は以上です。御審査のほど、よろしくお願い

します。 

 

中村博行委員長 それでは説明が終わりましたので、質疑を求めます。まず、

１０、１１ページ。手元にも資料がありますが、説明はいいですかね。

（「はい」と呼ぶ者あり）御覧くださいということみたいなので、利用

状況の資料もありますね。補正のときもいろいろ聞きましたけど、ほと

んど同じ内容ですね。歳入はＡ３の資料も含めて見てください。歳入は

これだけですけど、ほかに歳入で何か新たに設けるような企画というの

はありますか。以前、広告看板をすることで、なかなか条件が整わない

ということがあったと思うんですけれども、そういった検討というのは

されていますか。 

 

高橋都市計画課長 屋外広告物については、この厚狭駅南口駐車場については、

広告設置者から申出があれば許可できるという案件になっております。 
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中村博行委員長 今後、そういった活用というのは、これから検討されますか。 

 

高橋都市計画課長 今たちまち、その屋外広告物業者にＰＲしていこうという

のはありませんが、貴重な収入財源になりますので、その辺のＰＲをど

うしていくかは少し考えていこうかと思っております。 

 

中村博行委員長 これだけ使用料が減額ということがありますので、検討して

ください。歳入はいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは歳出

で、１２、１３ページ。 

 

岡山明委員 駐車場のスペースなんですけど、障害者用のスペースが何台かあ

ると思うんですが、何台あるのかと、台数に対して割合が決まっている

かどうか、確認したいんですが。 

 

高橋都市計画課長 供用開始しております舗装部分については、身障者駐車場

が５台あり、それ以外の駐車枠が１８５台あります。全体の利用者数か

ら適切な台数を確保しているという状況です。 

 

岡山明委員 整地してない草地のような状況のところも含めたトータルじゃな

くて、整地した部分で５台が正解ということですか。 

 

高橋都市計画課長 今言われます未舗装部分については、合計１９０台の台数

にカウントしておりませんので、あくまで舗装してあります駐車スペー

スが全１９０台分ありますが、そのうちの５台を身障者用の駐車場とし

ているということです。 

 

岡山明委員 ５台と言われましたけど、身障者用の台数というのは、どういう

ことで５台と決めているのか聞きたいんですが。 
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高橋都市計画課長 これについては、福祉のまちづくり条例を基本にしており

まして、それに目安が書いてありますので、それを基準にしております。 

 

岡山明委員 まちづくり条例という話がありましたが、これは関係ないですけ

ど、スーパーとかは台数をお店によって決めるという状況ですか、それ

ともまちづくり条例で決まっているんですか。 

 

高橋都市計画課長 この福祉のまちづくり条例というのは山口県の条例になっ

ておりまして、基本的には公共施設に限ったものではありませんので、

民間事業者が駐車場を造るときには、それを参考にされるというふうに

考えております。 

 

中村博行委員長 本会議場で質問があったので、もう１回確認しておきますけ

ど、機械器具の安全性というか、防犯に対して特別に何かされているわ

けですか。本会議場では、数年前事故が起こって、それ以後、事故はな

いということだったんですけども、そういうことに対して予防されてい

るかどうか。 

 

高橋都市計画課長 残念ながら、平成２８年度に２回ほどそういった事故があ

りましたが、今設置してあります精算機とかゲート設備については、平

成３０年１１月から新しい機械になっておりますので、それを導入する

際には、防犯上のセキュリティが厳しいような形で設備を造っておりま

す。詳しい内容については防犯上のことがありますので、説明は省略さ

せてください。 

 

中村博行委員長 分かりました。 

 

髙松秀樹委員 今、委員長が言われた事故をもう少し詳しく、どういう話なの

か教えてください。 
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高橋都市計画課長 平成２８年１０月５日と、同じく１０月３１日に、恐らく

同じ犯人と思われる者が未明時刻にゲートの精算機をバールでこじ開け

まして、お金が入っていると思われるところを破壊して、現金を盗んだ

ということです。 

 

中村博行委員長 もう、それは全部刑事関係で終了しているわけですか、犯人

が逮捕されたとかで。 

 

高橋都市計画課長 その後、時期ははっきり覚えておりませんが、大阪の西成

警察署から厚狭駅南口駐車場で事件を起こしたと思われる犯人が捕まり

ましたという連絡を受けました。全国各地で同様の事件をやっていると

いうことで、これが起訴案件になっても、もっと大きい駐車場での被害

事故があるということで、この厚狭駅が対象になるかどうか分かりませ

んということでした。ただ、本市は現金若しくは設備については保険に

入っておりますので、この事件があった段階で速やかに保険請求をして、

現金の補塡、それから設備の修繕は行っております。 

 

髙松秀樹委員 補償があったということで、被害金額が幾らだったのか。あと、

修理が幾らぐらい掛かったのか、教えてもらえますか。 

 

高橋都市計画課長 １０月５日については、現金が１６万７，０００円、それ

から精算機を壊されましたので、その修繕料が４５万８，９１４円。次

に、１０月３１日は、現金の被害はありませんでしたが、同じく施設の

被害を受けましたので、その修繕金額が２５万８，９３０円です。 

 

髙松秀樹委員 これ、監視カメラは付いているんですかね。 

 

高橋都市計画課長 出入口は今２か所ありますが、出入口部に監視カメラは付

けております。精算機の部分も写っておりました。 

 



 36 

髙松秀樹委員 頂いた資料に手数料が三つ出ているんですが、それぞれどうい

う内容か教えてもらえますか。 

 

高橋都市計画課長 歳出の手数料でよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

この窓口収納手数料と組み戻し手数料と訂正手数料についてですが、こ

れについては駐車場の使用料を指定金融機関の山口銀行で支払われる際

に発生する手数料になります。それで窓口収納手数料については、市が

発行しました納付書で払われる際に発生するもので、組み戻しと訂正に

ついては、何らか先方が振り込まれる際にミスがあるとか、そうしたと

きに組み戻しという作業と訂正が生したときに発生する手数料というこ

とです。 

 

髙松秀樹委員 機械器具借上料で、ゲート管理システムリースとありますよね。

６年リースで、令和３年度が６年目ですが、これ７年目はどうなります

か。 

 

高橋都市計画課長 契約書の中には、この６年のリースが終わったら、双方で

話し合うという形になっておりますが、今想定しておりますのは再リー

スを予定しております。再リースになりますと、現在の考え方なんです

が、ひと月相当分ぐらいで再リースできるのではないかというふうに聞

いております。 

 

中村博行委員長 安くなるということね。 

 

髙松秀樹委員 通常リース期間が終わると、再リースを組むのか、それとも買

取りするのかという２通りなんですが、いろんな問題で１２か月を１か

月分で再リースできるということで、そっちに行くということなら、次

から基本的な考え方は再リースで行くということでよろしいんですか。 

 

高橋都市計画課長 詳しく申し上げますと、契約書の中に賃貸借期間終了後の
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処置というものがありまして、その中に、再賃貸借期間が終了した場合

は双方協議の上契約事項を決定すると書いてあります。それで、現段階

では再リースを考えておりますが、金額によっては買取りという選択肢

もあると思っておりますので、リース契約が切れる前には事業者と協議

をしたいと思っております。 

 

中村博行委員長 ほかよろしいですかね。補正でもやりましたから、いいです

ね。それでは質疑を打ち切ります。討論はありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）討論はありませんので、採決に移ります。議案第１０号令和

３年度山陽小野田駐車場事業特別会計予算について、賛成の方の挙手を

求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第１０号は可決すべき

ものと決しました。それでは審査番号の３番、議案第３３号山陽小野田

市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてであります。最

初に、この件については、議案についての訂正の請求がありましたので、

資料は委員の皆さんのお手元に届いていると思いますが、この議案の訂

正についておわび、説明がありますので、そこを執行部からしてくださ

い。 

 

森弘建設部長 おはようございます。議案に不備がありましたので、説明しま

す。令和３年２月２２日に提出しました議案第３３号山陽小野田市手数

料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、不備がありました。

誠に申し訳ありません。内容については、お手元に配付しました事件の

訂正の請求についてのとおりです。訂正の理由及び内容は、別表１８の

６の項、備考中の改正において誤りがあったため、訂正するものです。

訂正前の「登録建築物調査機関」を、訂正後は「登録建築物エネルギー

消費性能判断機関」に訂正したいので、山陽小野田市議会会議規則第１
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８条の規定により、請求をします。以上です。不手際な議案の提出の仕

方で御迷惑をお掛けして、申し訳ありません。以上です。 

 

中村博行委員長 訂正、おわびがありましたが、全般的に、これについては、

本会議場で改めて市長からおわびの言葉があるというふうに聞いており

ますので、審査に影響する内容ではないという判断から通常の審査にし

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、議

案第３３号について、説明を求めます。 

 

高橋都市計画課長 今、部長が説明したとおり不手際がありまして、皆様には

多大なる御迷惑をお掛けすることになりました。大変申し訳ありません。

それでは、議案第３３号山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する

条例の制定について説明します。別途、提出しておりますＡ４横の審査

資料も御覧ください。今回の改正は、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律、通称ですが、建築物省エネ法と言われております。こ

れの一部を改正する法律が令和元年５月１７日に公布され、令和３年４

月１日の施行に伴い、法第５３条第１項の規定に基づく低炭素建築物新

築等計画の認定、法第５５条第１項の規定に基づく低炭素建築物新築等

計画の変更認定申請、法第１２条の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能適合性判定及び変更適合性判定、建築物エネルギー消費性能確保計

画の軽微な変更、法第３４条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定、法第３６条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能

向上計画の変更認定、法第４１条の規定に基づく建築物エネルギー消費

性能に係る認定において、申請手数料を改正するものです。改正の概要

としましては、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物

の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限が２，０００平米か

ら３００平米に引き下げられまして、中規模建築物にも基準適合事務の

対象範囲が拡大されたためです。なお、認定等に係る申請手数料の金額

については、山口県と同額としております。説明は以上です。審査のほ

ど、よろしくお願いします。 
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中村博行委員長 説明が終わりましたので、質疑に入ろうと思います。結構、

厚いし、議案書があると思いますけども、一通り、目は通されていると

思いますけども、その中で、質疑を求めます。 

 

岡山明委員 ちょっと確認させてもらいます。今回の議案第３３号なんですけ

ど、建設業エネルギー消費能力の向上に関する法律と、もう一つが都市

の低炭素化の促進に関する法律と、二つの条例があって改正するという

状況なんですけど、これで山陽小野田市の中に該当する施設というのは、

公共施設も含めてありますか。 

 

國川建築主任技師 新たに省エネ適合義務の対象となりました規模の建築物の

届出は過去３年で１件ありました。低炭素の認定については、１年で約

１０件申請が出ております。 

 

岡山明委員 １件該当するのはあるということですね、大体どういう建物か分

かれば教えてください。 

 

國川建築主任技師 令和２年３月に申請されています事務所で、床面積が４６８

平米の建物になります。（発言する者あり）企業から出されたものです。 

 

中村博行委員長 ちょっと大きいところでね。 

 

岡山明委員 今、民間はお聞きしたけど、公共施設は該当する施設はないとい

うことですね。 

 

國川建築主任技師 お手元の資料を見ていただけますか。今回、建築物は３００

平米以上で適合義務が課せられるようになりましたので、３００平米を

超える建物については全て適合していただく義務があります。 

中村博行委員長 法律の改正と山口県と同額ということですね。その辺、問題
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があれば。ほかいいですかね。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、討

論ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）討論ありませんので、採決に

移ります。議案第３３号山陽小野田市手数料徴収条例の一部を改正する

条例の制定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 はい。全員賛成です。したがいまして、議案第３３号は可決

すべきものと決しました。それでは、引き続いてまいります。審査番号

４番、議案第３４号山陽小野田市地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明を求めます。 

 

高橋都市計画課長 議案第３４号山陽小野田市地区計画の区域内における建築

物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、説明しま

す。別途提出しておりますＡ４縦の厚狭駅南桜二丁目地区、地区計画の

概要も一緒に御覧ください。この度の新たな地区計画の設定については、

昨年９月の本委員会におきまして「厚狭駅南部地区のまちづくりについ

て」というタイトルで説明させていただきました内容になりますが、昨

年５月に改訂しました厚狭駅南部地区まちづくり基本計画に基づきまし

て、多世代が交流できる良好な住環境の形成を図るため、河川沿いの快

適な歩行者空間及び多世代の交流の場となる公園を確保し、中低層住宅

地に応じた土地利用の誘導等を行うために、所要の改正を行うものです。

今回の条例改正については、船越地区、小野田・楠企業団地地区に加え

まして、３地区目となります厚狭駅南桜二丁目地区を地区整備計画区域

に追加するものです。追加します厚狭駅南桜二丁目地区は、厚狭駅南部

地区内のコンパクトなまちづくりモデル事業地区の約７．８ヘクタール

のエリアで、北側を中低層住宅地区、南側を低層住宅地区としまして、

それぞれの地区に建築してはならない建築物、敷地面積の最低限度、建

築物の高さの最高限度などを定めるものです。地区計画の決定告示は令

和３年４月１日を予定しております。説明は以上です。審査のほど、よ
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ろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 それでは、質疑を求めます。具体的に細々と建屋などが記し

てあります。皆さん、一般質問等々でやられたんで、何かあればと思い

ますが。よろしいですか。市の環境保全条例との兼ね合いというのは何

かありますか。 

 

高橋都市計画課長 景観条例のことですか、それとも環境保全条例と言われま

したか。（「景観かな、そういった条例があったと思うんですけど。」

と呼ぶ者あり）まず山陽小野田市は現在、景観行政団体にはなっており

ますが、景観条例については、今後策定していこうということで、まだ

策定しておりません。 

 

中村博行委員長 よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは質疑を

打ち切り、討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ないようです

ので、採決に移ります。議案第３４号山陽小野田市地区計画の区域内に

おける建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第３４号は可決すべき

ものと決しました。それでは、ここで一旦休憩に入ります。次は４０分

から始めたいと思いますので、お願いします。それでは、休憩に入りま

す。 

 

午前１１時３０分 休憩 

 

午前１１時３７分 再開 
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中村博行委員長 休憩前に引き続きまして、委員会を続けます。審査番号５番、

議案第１８号令和３年度山陽小野田市下水道事業会計予算について、説

明を求めます。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 説明の前に、本日お配りしております委員会資

料の確認をさせていただきたいと思います。資料のそれぞれ右肩に資料

番号を付しております。まず資料１として、１ページに令和３年度山陽

小野田市下水道事業会計予算について。１枚めくっていただいて、資料

２としまして、公共下水道事業整備状況。そして資料３としまして、３

ページから１０ページまで、令和３年度の下水道事業の工事予定箇所を

お配りしております。それでは、議案第１８号令和３年度山陽小野田市

下水道事業会計予算について、説明します。予算書の１ページをお開き

ください。第２条の業務の予定量については、令和３年度の下水道事業

活動の基本的目標として定めるものです。各数値については、御覧のと

おりです。（４）の主要な建設改良事業については、本年度も投資効果

の高い大型団地への下水道整備を進めるとともに、処理場の長寿命化工

事を行う予定としております。工事の詳細は、後ほど説明します。次に、

第３条の収益的収支と第４条の資本的収支については、予算明細書のほ

うで説明をしますので、予算書の２２ページをお開きください。では、

まず収益的収入及び支出の収入です。２２ページ、１款下水道事業収益

は前年度から２，８６１万８，０００円増の１９億１，１８８万

４，０００円としております。主な内訳としまして、１項営業収益１目

下水道使用料は、普及率アップや南平台の下水道接続などによる増収を

見込み、前年度から１，４２５万２，０００円増の６億７，５７５万

２，０００円としております。２目雨水処理負担金１億１，４３４万

８，０００円は、雨水処理経費に対する一般会計からの繰入金です。２

項営業外収益２目他会計負担金６億４，０２３万９，０００円は、国の

繰出基準に基づく一般会計からの繰入金です。続いて、３目他会計補助

金３，０１５万６，０００円は、財源不足を補うための一般会計からの

繰入金です。４目国庫補助金１５０万円は、農業集落排水施設の補助事
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業に係る農山漁村地域整備交付金です。５目長期前受金戻入４億

４，２６８万円は、固定資産の減価償の財源となった国庫補助金等を収

益化するものです。次に、２３ページの支出ですが、下水道事業費用は

前年度から４，１３０万９，０００円増の１８億８，０６５万円として

おります。主な内訳としまして、１項営業費用１目管渠費は下水道管渠

やマンホールポンプ場等の維持管理に要する経費です。施設等維持管理

委託料の増額などにより、前年度から９７８万８，０００円増の

５，５０３万４，０００円としております。続いて、２４ページをお開

きください。２目ポンプ場費は、雨水及び汚水中継ポンプ場の維持管理

に要する経費です。修繕費の減額等により、前年度から３５９万

３，０００円減の２，１５７万８，０００円としております。続いて、

３目処理場費は、小野田及び山陽水処理センター、そして２か所の農業

集落排水施設の維持管理に要する経費です。管渠費と同様に、施設等維

持管理委託料の増や小野田西農業集落排水の廃止に伴い、使用しなくな

る処理場の汚泥引抜き等の予算を計上したため、前年度から３，４５６万

７，０００円増の３億２，８１０万円としております。２５ページの４

目水質管理費は、処理場の水質管理に係る経費となります。水質検査業

務の一部を処理場維持管理委託に含めたことにより、前年度から１２１万

５，０００円減の１２２万８，０００円としております。続きまして５

目の総係費は、一般管理に係る人件費や事業活動全般に係る経費となり

ます。水道局に対するシステム改修負担金の減等により、前年度から８１万

６，０００円減の６，９７５万４，０００円としております。続いて、

２６ページをお願いします。２６ページの６目減価償却費は、令和２年

度の取得資産を反映して、１１億５，４３２万２，０００円を計上して

おります。続いて７目資産減耗費は、令和３年度の処理場改築工事に伴

う機器の除却及び小野田西農業集落排水施設の機器の除却に要する費用

として、３，９２７万５，０００円を計上しております。２項営業外費

用１目支払利息及び企業債取扱い諸費は、企業債に係る支払利息の

減に伴い、前年度から２，９２３万８，０００円減の２億６１９万

３，０００円としております。４項の予備費については、災害等に備え
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るため、前年度から３００万円増額をしております。以上、これら収益

的収支の結果を１８ページに、税抜処理をしました予定損益計算書を掲

載しております。下から３行目のところですが、令和３年度の予算にお

きましても、当年度の純利益は発生しておりません。２７ページに戻っ

ていただきまして、次は、資本的収入及び支出についての説明をさせて

いただきます。まず収入ですが、１款資本的収入は前年度から３億１，

７９９万６，０００円減の１３億６，６５８万２，０００円としており

ます。建設改良費の減に伴い、その財源である１項１目企業債は前年度

から１億６，４５０万円減の６億４，９６０万円とし、３項１目国庫補

助金は１億６，５５９万円減の２億８，１８３万円としております。２

項１目他会計出資金４億１，９１５万２，０００円は、企業債の元金償

還金や建設改良費に対する一般会計からの繰入金になります。続きまし

て、２８ページをお開きください。支出です。１款資本的支出は、前年

度から３億５８３万９，０００円減の２１億４，２０７万３，０００円

としております。１項１目公共下水道建設費は、国の三次補正に関連し

た令和２年度３月補正の事業費の前倒しと大型団地の接続に集中した事

業とした結果、前年度から３億３，６６４万１，０００円減の７億

１，３４４万８，０００円としております。２目有形固定資産購入費

１００万円は、下水道整備に係る土地購入費を計上しております。２項

１目企業債償還金は、前年度から２，９３０万２，０００円増の１４億

２，５６２万５，０００円としております。以上の結果、１ページに戻

っていただきまして、第４条、括弧書きの資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額７億７，５４９万１，０００円については、損益勘定

留保資金等により補塡することとしております。また、資本的収支の結

果は、１６ページ１７ページ、こちらにあります予定貸借対照表に反映

をさせております。令和３年度の建設改良事業によって形成される資産

は、１６ページの資産の部、１固定資産（１）有形固定資産の各項目に

計上しております。その資産形成の財源となる企業債については、１７

ページの負債の部、３の固定負債（１）企業債に計上し、国庫補助金は、

５の繰延収益の（１）長期前受金に計上しております。なお、令和３年
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度末の企業債の残高は、その同じ１７ページの３固定負債の企業債と、

その下４の流動負債の企業債の合計１５８億１０１万円となり、前年度

から７億７，６０２万３，０００円の減となる見込みとなります。続き

まして、２ページを御覧ください。２ページ、第５条は債務負担行為に

ついて定めるものです。令和３年度は小野田、山陽水処理センター及び

ポンプ場維持管理委託契約の更新を予定していることから、その期間及

び限度額を設定しております。契約期間は令和３年度から令和６年度ま

での３年間とする予定です。第６条は、予算に計上した企業債について、

その起債の目的や限度額等を定めるものです。第７条は、一時借入金の

限度額を５億円と定めるものです。ちなみに、令和２年度の実績はござ

いません。第８条は、予算の各項間の流用ができる場合を定めるもので

す。第９条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費と

して、職員給与費を定めております。第１０条は、一般会計からの補助

金を定めるものです。以上が議決の対象となる令和３年度下水道事業会

計予算の説明となります。３ページ以降は、予算に関する説明書になり

ます。ページをめくっていただいて、４ページから６ページの予算実施

計画は、先ほど説明しました予算を目レベルで整理したものです。なお、

別途お配りしております委員会資料１のほうに、昨年度予算と比較した

表や一般会計繰入総額などを整理しておりますので、参考にしていただ

きたいと思います。続きまして７ページの予定キャッシュフロー計算書

は、１年間における現金の動きを表したものです。８ページから１０ペ

ージまでは、給与費明細書を掲載しております。１１ページは、債務負

担行為に関する調書です。１２、１３ページは、令和２年度の最終補正

後の予定貸借対照表になります。続いて１４ページは、同じく令和２年

度最終補正後の予定損益計算書を掲載しております。最後に２０ページ

ですが、セグメント報告書として、公共下水道事業と農業集落排水事業

それぞれの営業収益等を表しております。御案内のとおり、令和３年４

月１日から小野田西農業集落排水施設を公共下水道に統合することとし

ておりますので、それを反映しております。予算の説明としては、以上

になります。最後に、令和３年度の予定工事について、説明をさせてい
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ただきます。委員会資料の３のところを御覧ください。位置図になりま

すので、横開き、向きをちょっと変えていただけたらと思います。まず

管渠建設事業については、本市の管渠整備の基本方針である投資効果の

高い大型団地、具体的には上の郷、青葉台、南松浜の各団地を接続する

ための路線を最優先の整備路線と位置づけ、管きょを延伸するものです。

まず３ページの左の真ん中辺り、５．高千帆１１号汚水幹線管敷設工事

ですが、こちらは上の郷を接続するための管きょを整備するものです。

上の郷は、令和４年度、接続完了予定です。同じく３ページ左の上のほ

う、上部に７．小野田西１号汚水枝線管埋設工事というのがありますが、

こちらは青葉台を接続する管渠を整備するものです。令和３年度のこの

工事で、青葉台の公共下水道接続が完了します。続きまして７ページ、

一つしかありませんが、真ん中、６．南部１５号汚水圧送幹線管埋設工

事は、南松浜団地を接続するための管渠を整備するものです。南松浜団

地は、令和５年度、接続完了予定です。以上が主な管渠建設事業ですが、

そのほかに普及促進を目的とした１０路線の管渠の整備を市内で予定し

ておるところです。ただいま説明しました管渠建設事業を実施した結果、

資料２の一番下にありますとおり、令和３年度の予定普及率は５８．１％

となる見込みです。次に、処理場ポンプ場の建設事業について、説明し

ます。ストックマネジメント計画に基づき、小野田水処理センターの送

風機の改築更新工事を実施します。図面としましては、５ページになり

ます。詳細設計と改築工事を予定しております。最後に耐水化計画策定

事業について、簡単に説明をします。近年、全国各地で豪雨等による水

害が頻発し、河川からの氾濫や内水氾濫の発生により、下水道施設が浸

水して、市民生活に多大な影響を及ぼしていることから、国は下水道管

理者に対し、河川氾濫等の災害時においても、一定の下水道機能を確保

し、下水道施設被害による社会的影響を最小限にするため、被災リスク

の高い下水道施設について、対策浸水深や対策箇所の優先順位を明らか

にした耐水化計画を令和３年度までに策定するよう求めてまいりました。

本市におきましては、先ほどの令和３年度予定箇所の３ページの右下に

あります高千帆汚水中継ポンプ場と９ページの真ん中ほどにあります厚



 47 

狭汚水中継ポンプ場が検討すべき施設に該当するため、この２か所にお

きまして耐水化計画を策定するための業務委託を予定しております。以

上、令和３年度下水道事業会計予算の説明とさせていただきます。御審

議のほど、よろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 説明が終わりましたが、ここで午前中の審査を一旦閉じまし

て、質疑については、午後の審査になりますが、午後は水道関係が終わ

った後の審査になりますので、よろしくお願いします。それでは、ここ

で午前中の審査を閉じます。午後は１３時から再開しますので、よろし

くお願いします。 

 

午前１１時５８分 休憩 

 

午後１時 再開 

 

中村博行委員長 休憩前に引き続きまして委員会を再開します。それでは審査

番号でいうと８番になりますが、議案第１６号令和３年度山陽小野田市

水道事業会計予算について審査をします。執行部から説明してください。 

 

今本水道事業管理者 それでは、議案第１６号令和３年度水道事業会計予算

の概要について、説明します。予算書１ページをお開きください。

第２条の業務の予定量については、記載のとおりです。（４）の年

間有収水量は、令和元年度決算実績の９７．３％を見込んでおりま

す。（５）の主要な建設改良事業については、後ほど説明します。

予算書第３条の収益的収入及び支出の予定額についてですが、収入

の合計は１４億８，７１４万円となっております。また、支出合計

は１３億７，５４０万５，０００円を計上し、結果、単年度におい

て税処理後６，２７９万１，０００円の利益が生じる編成となって

おります。予算書２ページを御覧ください。上のところ、第４条の

資本的収入及び支出の予定額についてですが、資本的収入では、上
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水道企業債として３億６，１３０万円の新規借入を行い、収入総額

は３億９，８４２万１，０００円となっております。支出総額は９億

６，９０６万９，０００円を計上し、これらの財源となります企業

債等の外部資金を調達しても、なお差引収支で５億７，０６４万

８，０００円の不足金が生じますが、この対応は第４条予算本文記

載のとおり、建設改良積立金１億１，７８３万３，０００円を取り

崩して補塡することとしております。ほか詳細は、副局長から説明

させます。  

 

原田水道局副局長 それでは、管理者の概要説明に続いて、予算書２ページを

説明します。第５条予算は、起債の限度額等の設定です。限度額は、３億

６，１３０万円としております。第６条予算の一時借入金限度額３億円

は、あくまで枠取りで、近年借入実績はありません。第７条予算は、流

用可能な項目の設定ですが、予算執行の円滑化と事業運営に柔軟性を持

たせるものです。３ページに移りまして、第８条予算は職員給与費等の

流用禁止経費です。第９条予算は、一般会計からの繰入金となっており

ます。第１０条予算は、たな卸資産の購入限度額の設定で、これらは予

算書への記載が法定で義務づけられているものです。なお、職員給与費

については、予算書１０ページの給与費明細書を御覧ください。一般職

員と会計年度任用職員の給与費等を合わせた総額については、前年度当

初予算と比較して、２，０８９万２，０００円の増額となっております。

これは、令和３年度において退職者３名を予定しており、それによって

生じる退職給付費、及び工業用水道事業会計から職員１名を水道事業会

計に異動する予定を反映したことによるものです。職員数については増

減が生じておりませんが、これは前年度当初予算において、年度途中か

ら育児休業取得職員の復職を予定していたところ退職したため、１名減

となり、結果、１名減１名増の増減なしとなっております。それでは予

算の内容について、説明します。予算書２１ページを御覧ください。あ

わせて、別途配布のＢ４資料を御覧ください。このＢ４資料のほうは、

収入・支出とも性質別にまとめており、税抜額も併記しております。予
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算書２１ページの１段目を御覧ください。水道事業収益は、当年度予定

額が１４億８，７１４万円となり、前年度当初予算との比較で、

６，５２６万６，０００円の減額となっております。３段目の給水収益

については、新型コロナウイルスの影響による有収水量の減少を加味し

まして、予算書に記載はしておりませんが、令和元年度の実績額と令和

３年度予算との税抜比較で９６．３％程度を見込んでおります。このほ

かの収入としましては、予算書２１ページの上から６段目ですが、受託

工事収入として、下水道工事に伴う給水管移設費用について下水道会計

より収入を見込んでおります。その下にあります、その他営業収益にお

きましては、その中にあります他会計負担金で、消火栓の維持管理等に

係る費用について一般会計からの収入を見込んでおります。その下にあ

ります上水道営業外収益の中の長期前受金戻入と、予算書２２ページ下

から３段目の過年度損益修正益については、補助金等を原資として取得

した資産の減価償却に伴う収益化額であります。これらには現金の裏付

けがありません。また、簡易水道が令和２年度末に上水道に統合される

ことから、令和３年度予算より、簡易水道に関する予算項目については、

廃項としております。これらについては、予算書右端の附記欄にも記載

をしております。そのため、令和３年度予算から、統合された簡易水道

の収入や支出については、上水道に組み込んでおります。続きまして、

支出の部ですが、ここではＢ４の資料を中心に説明します。予算書では

２３ページ以降の内容となります。資料の右側が前年度当初予算との差

額となっております。まず、支出内訳の中の人件費を御覧ください。先

ほど申しましたとおり、大幅増となっております。一方、その他の経常

経費については全般的に減額となっており、中でも委託料、修繕費及び

負担金の減少額が大きくなっております。まず委託料については、令和

２年度に水管橋・配水池における耐震診断業務を税抜で６，２４２万円

を予定していたため、令和３年度は大幅減となっております。修繕費に

ついては、下水道及び国道関連の移設工事が皆減となり、また浄水場に

おける予定修繕が減少したため、減額となっております。負担金につい

ては、厚東川ダム・宇部丸山ダム双方において関連事業費が減少したた
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め減額となり、加えて、過去に水道局在籍し一般会計に異動した職員に

対する一般会計への退職給付金の負担金が皆減となったことで、減額と

なっております。これらの費目を中心に、費用全体が大きく減額したた

め、控除対象となる支出に係る仮払消費税が減少しますので、消費税納

付額は増額となっております。各費目の説明については、予算書の２３

ページ以降の附記欄にも記載がありますので、読み取りをお願いします。

次に、またＢ４の資料に戻りまして、上段の表を御覧ください。先程の

説明から、令和３年度予算の税込みの支出合計は１３億７，５４０万

５，０００円となり、前年度当初比較では、税込みで９，３０３万

８，０００円の減となります。次に、資本的収支については、予算書２８

ページを御覧ください。中段の支出の部から説明します。まず支出の

項目の一段目の資本的支出については、当年度予定額が９億６，９０６万

９，０００円となっております。その下の上水道建設改良費については

支出総額が５億７，５８８万８，０００円となっており、前年度比較で

１億１，７３０万円減額となっておりますが、この主な原因は簡易水道

を令和２年度末に水道事業に統合する事業が完了したため、費用が皆減

となったことによるものです。支出の詳細を説明します。下から３段目

の浄水場施設整備事業費についてですが、令和２年度に新型コロナウイ

ルス感染症防止のため延期した事業として、高天原浄水場における直流

電源装置の更新、ＰＡＣタンク２基の更新及び監視カメラ設備の更新工

事を予定しております。次に、表の最下段を御覧ください。送水施設改

良事業費として、山川送水管の仮設工事を１本予定しております。２９

ページの上段を御覧ください。配水施設費は、前年度当初予算より

７，２００万円余りの増額となっております。具体的な工事の内容につ

いては、Ｂ４資料の３ページ目を御覧ください。令和３年度の配水施設

工事の主な目的については、老朽管路の更新と耐震化のみならず、配水

管網の整備や基幹管路の構築、漏水や赤水発生の抑制等です。配水管網

の整備や基幹管路の構築を目的としたものが、№２の日の出二丁目にお

ける湾岸線新設や、№７及び№９の厚狭駅周辺、それから№１０のくし

山地区の改良工事であり、大口径管の布設は管の口径を大きくする工事



 51 

を行います。また、県道工事に伴いまして、№３のＪＲ南小野田駅周辺

の道路拡幅工事や、№４の有帆地区の新橋橋梁工事に関係する配水管の

改良を行います。その他の工事については、漏水や赤水発生の抑制を目

的として、管路の更新を行うものです。これらにより、配水管新設工事

１本、配水管改良工事１９本及び設計業務委託を予定しております。予

算書２９ページ中段を御覧ください。その他の経費については、事務費、

営業設備費に加えて、企業債償還金等となっております。これらの投資

の財源となります資本的収入については、予算書２８ページ上段になり

ます。資本的収入の当年度予定額は、３億９，８４２万１，０００円と

なります。その下の上水道企業債は、建設改良工事の財源として３億

６，１３０万円を予定しております。その下にあります、上水道長期前

受金では、工事負担金として、下水道工事に起因する水道管移設補償金

と消火栓設置等の一般会計からの負担金収入を予定しています。移設補

償金は原因者負担であり、消火栓経費は、水道法及び公営企業法上で「独

立採算の例外」として、一般会計で負担することが規定されているもの

です。ここで、Ｂ４資料の下段のところを御覧いただけたらと思います。

２、資本的収支の表の令和３年度（Ｂ）の税込みの欄を御覧ください。

収入３億９，８４２万１，０００円から支出９億６，９０６万９，０００円

を差し引いた結果、資本的収支の資金不足額は、５億７，０６４万

８，０００円になります。この不足額に対する補塡財源は、表の下に記

載のとおりです。４条消費税及び損益勘定留保資金だけでは足りません

ので、建設改良積立金１億１，７８３万３，０００円を取り崩して対応

します。次に予算書の１８ページ、損益計算書を御覧ください。下から

４行目、税処理後の単年度純利益は６，２７９万１，０００円の予定で

す。下から２行目の、その他未処分利益剰余金変動額１億１，７８３万

３，０００円は、先ほどに説明しました資本的支出の補塡財源として使

用する建設改良積立金取崩額の再掲載ですので、これには現金の裏付け

はありません。また、その上の前年度繰越利益剰余金についても、令和

２年度補正予算における未処分利益剰余金の見込み額ですので、その中

においても取崩予定額が含まれているため、一部が非現金となっており
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ます。これら非現金相当額については、予算書２０ページの貸借対照表

の下段の資本の部、７剰余金（２）エの当年度未処分利益剰余金の注記

⑦として表示しております。これにより、内部留保資金は、利益剰余金

合計額９億４，８３３万４，０００円から１９ページの注記⑦にありま

す非現金相当額３億１６３万１，０００円を除いた６億４，６７０万

３，０００円となります。内部留保は、平成２７年度決算をピークとし

て、基本的には９億円を超えておりました。その後、施設の老朽化対策

として施設更新を進めてまいりましたので、毎年資金が水道事業会計外

に流出し、減少しているところです。次に、予算書９ページのキャッシ

ュフロー計算書を御覧ください。下から３行目の資金増加額（又は減少

額）のとおり、令和３年度においても５，５０４万円余りの資金が外部

に流出する見込みとなっております。この主な原因は、建設投資財源の

不足によるものです。３の財務活動によるキャッシュフローを御覧くだ

さい。建設投資財源としての企業債借入を３億６，１３０万円行う予定

としていますが、その下に記載がありますように、企業債の償還による

支出が３億７，３１８万１，０００円であるため、企業債残高は

１，１８８万円程度減少します。Ｂ４資料１ページの一番下を御覧くだ

さい。令和３年度の期末の企業債残高は、右端に記載のとおり、４８億

５，９７３万７，０００円となっております。これは、令和３年度にお

ける給水収益の３．９倍近く（３８７．６５％）となっており、全国の

同規模の水道事業体の平均値約３．１倍を上回る水準となる予定です。

以上が、簡単ではありますが、令和３年度の水道事業会計予算の説明と

なります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 説明が終わりました。資料はあと、まとめてやりましょうね。

それでは、まず１ページ２ページのところから。概要です。 

 

岡山明委員 最初に水の量を確認したいんですが、有収率、９０％ぐらいある

と思うんですけど、今何％になっているか、分かれば。 
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伊藤水道局次長兼業務課長 ８５．４７％です。 

 

中村博行委員長 また、ちょっと悪くなったね。 

 

岡山明委員 広域という話もあるので隣の宇部市とか、全国平均でもいいんで

すけど、高いか低いか目安になるようなものが何かありますか。 

 

伊藤水道局次長兼業務課長 厚生労働省が出している目標は９０％です。一応、

宇部市も約９割だったと思います。平均というのははっきり分かりませ

んが、一応、９割を目指すように厚生労働省から言われておりますので、

私どもも、それを目指したいとは思っております。 

 

岡山明委員 管路の更新率とか経年化率というか、その二つが分かればと思っ

たんですけど。 

 

原田水道局副局長 令和元年度決算値で申し訳ないんですけど、経営比較分析

表というものが水道局のホームページで出ております。この中にそうい

ったデータが記載されておりまして、管路更新率ですが、令和元年度は

０．７１％、それから平成３０年度は１．０５％、平成２９年度、これ

はいわゆる西見配水地新設工事の関係で、配水管事業に費用が回らなか

った関係もあるんですけど、０．４１％、それから平成２８年度が

０．６５％、平成２７年度が０．９２％という値です。また、管路の経

年化率ですが、令和元年度が３７．６４％ということで、平成３０年度

になりますと３４．２７％、平成２９年度で３２．１３％、平成２８年

で２９．７１％、平成２７年度で２７．６０％です。 

 

岡山明委員 配管の経年化率で、平成２７年ぐらいから令和元年にかけて２

７％から３７．６％と今言われて、１０％、配管が老朽化しているとい

う状況ですね。 
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原田水道局副局長 管路が老朽化していくのに対しまして、更新が追い付いて

ないという状況のため、こういう結果になっております。 

 

中村博行委員長 ここのところは、あと明細がありますので、そちらでやって

いきたいと思います。それでは説明あった順でいくと、１０ページの人

件費のところ、給与費明細。退職者が３名で、１名が異動ということで

したが、退職者３名の影響というのは何かありますか、今後。 

 

原田水道局副局長 令和３年度、３名退職予定なんですが、そのうち職員は２

名であり、この時点で実質的に人員が不足してくるかもしれないという

ことを感じております。令和４年度以降、どういう体制で行うのかとい

うことを令和３年度にまた検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

 

中村博行委員長 それでは、２１ページに行ってください。明細のほうで、ま

ず収益的収支の収入の部で。いいですか。あったら、また資料のほうで

言ってください。２３、２４ページの支出の部であれば。 

 

岡山明委員 今、県道の船木津布田線で工事していますね。陥没した県道に対

して、水道局側の支出はないですか、確認したいんですが。 

 

原田水道局副局長 これについては、水道局の負担はありません。 

 

藤岡修美副委員長 修繕料で、送配水管の漏水修繕がかなり落ちているんです

けど、先ほどの有収水量とか、漏水を防ぐ目的でやられるんだと思うん

ですけれども、これが落ちたというのは、送配水管の老朽化に対する整

備がかなり進んだということですか。 

 

伊東水道局施設維持課長 減額になっているのは、令和２年度の送配水管の移

設工事、下水に伴う工事と国道の改良工事に伴う工事の修繕費に充てて
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おりまして、そちらで１，７００万円ほど計上しましたが、今年度はそ

れがなくなったということで、下がっております。 

 

藤岡修美副委員長 漏水については、定期的な調査か、どっかから漏れている

という情報があって修繕するような感じなんですかね。漏水対策は。 

 

伊東水道局工務課長 漏水については、大きい管路は年に４回ほど、定期的に

巡視もありまして、点検簿のほうを付けております。一般の配水本管と

か配水管については市民の方からの通報が１番多いんですが、職員も現

場に出たときは気を付けて見て回るようにしております。 

 

中村博行委員長 次に、２５、２６ページで。いいですかね。（「はい」と呼

ぶ者あり）それでは２７ページ。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは、

続けていきましょう。資本的収支のほうの２８ページ、収入。（「なし」

と呼ぶ者あり）続いて、２８ページの下段の支出。（「なし」と呼ぶ者

あり）それでは２９ページ、続きで資本的収支の支出の部分。（「なし」

と呼ぶ者あり）それでは予算書の１８ページ、損益計算書。（「なし」

と呼ぶ者あり）それでは１９、２０ページの貸借対照表。 

 

岡山明委員 １９ページの下の注の③ですよね。一般会計の将来負担見込みの

１億２，３００万円、旧簡易水道及び上水道の統合事業分、これは要す

るに、簡易水道の部分は一般会計から出しますよという話なんですか。 

 

原田水道局副局長 これについては、先ほど岡山議員のおっしゃられたとおり

です。基本的に、この度の企業債のうち、簡易水道を上水道に統合した

費用、それから簡易水道を合併前に統合した随光・松ヶ瀬地区の簡易水

道の事業費の負担額を一般会計から支出していただくということになっ

ておりまして、起債の償還額に相当する額をこちらのほうに頂くという

形となっております。 
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岡山明委員 簡易水道関係の建物の資産はどういう扱いになりますかね、今後。 

 

原田水道局副局長 簡易水道で、旧山陽町時代に統合したものと、この度統合

したものについては、全て水道事業として運営していきますので、全部

資産は水道事業のほうに入ってくるという形です。 

 

岡山明委員 今までの簡易水道の建物とか機械とかがあった場合は、全部、今

の水道局が、今後使わないけど、抱えるという状況なんですか。 

 

原田水道局副局長 基本的に、この度の簡易水道統合では、使わない資産とい

うものはほとんどありません。統合に関して行ったのは鋳物師屋地区の

ところにポンプ場を新しく建設をして、そちらの配水地に送水をすると

いう形になっております。その配水地以降は既存の設備を利用するとい

う形です。あと、どうしても要らなくなるというのは、元々あった井戸

なんですけど、これだけが一応廃止になります。 

 

中村博行委員長 その井戸は、どういうふうに処理されるんですか。そのまま

ですか。 

 

原田水道局副局長 この度、事業統合するのが精一杯で、その処理はまだ手が

付いておりません。 

 

中村博行委員長 ９ページ、キャッシュフロー計算書ということで、５，５００

万円が現金として流出しているということですが。ないようですので、

資料のほうから見てください。１ページ、上水の総括的な数字ですが。 

 

岡山明委員 上水の料金を値上げしない限り、内部留保が目減りする状況にな

っているんですけど、アセットマネジメントに関しては、４０年間に年

間６億２，０００万円の工事費を使うようになっていて、令和２年にお

いては６億７，０００万円と、アセットマネジメントより更新が進んで
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いる状況ですけど、令和３年度においては５億７，０００万円と、アセ

ットマネジメントの６億２，０００万円に届いていない状況となってい

る。収入不足に対する補填も５億７，０００万円行うということで、こ

の状況はどうにもできないということですか。企業努力の範囲内ででき

ればいいですけど、宇部市との統合しかないという形ですか。 

 

今本水道事業管理者 岡山委員が言われた６億２，０００万というのは、平成

２８年に料金値上げをしようとしたときに、アセットマネジメントで年

間６億２，０００万円の事業を標準化していけば、６億２，０００万円

の事業費が必要ですよということで提示をさせていただいたものです。

しかし、料金を値上げできていないため、６億２，０００万円を下回る

事業しかできないというのが現状です。先ほど議員が言われた、資本的

収支の補塡財源５億７，０００万円ですけれども、企業会計においては、

そして資本的収支というのは赤字になるのが普通の見方というか、いつ

も赤字が出て、収益的収支のほうで利益を出して、そのお金で賄うとい

う仕組みになっております。資本的収支が赤字になっているということ

自体は別に悪いことじゃないんですけれども、適正な事業を行うだけの

料金収入がないというのが本市の現状です。これを打開するためには、

料金値上げ又は広域化による基盤強化ということが考えられるというこ

とで、広域化についての協議を進めているところです。 

 

岡山明委員 アセットマネジメントが示されたときから年数もたち、管路も経

年劣化していて、必要事業費は毎年６億２，０００万円より上がってい

るんじゃないかと思いますが、アセットマネジメントは何年か置きに見

直しをされているんですか。 

 

今本水道事業管理者 先ほどの６億２，０００万円というのは、平成２８年に

８０年で全部更新していこうというもの。これを１００年でやるのか、

１２０年でやるのか、４０年で全部更新してしまうかというところでも、

事業費が変わってきております。それが一つと、どちらにせよ、８０年
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でやろうとして、６億２，０００万円ですけど、それにも届いていない

ということになれば、１００年とか１３０年掛かるというような年数に

なっているということで、経年化率はどんどん進んでいくだろうという

のは容易に想像できるところです。 

 

中村博行委員長 そうしたら最後に、３ページに工事一覧表があるんですよ。

細かくずっと書いてありますので、特にその中で気になるようなところ

があれば、言ってください。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは質疑を

打ち切ります。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは

採決に移ります。議案第１６号令和３年度山陽小野田市水道事業会計予

算について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第１６号は可決すべき

ものと決しました。ここで若干の休憩を挟み、１時５５分までを目安に

休憩をします。 

 

午前１時４７分 休憩 

 

午後１時５５分 再開 

 

中村博行委員長 それでは休憩前に引き続きまして、委員会を続けます。それ

では続けていきましょう。審査番号９番になっておりますが、議案第１７

号令和３年度山陽小野田市工業用水道事業会計予算について、説明を求

めます。 

 

今本水道事業管理者 それでは予算書の３０ページから、御説明します。第

２条の業務の予定量は、記載のとおりです。予算書第３条の収益的

収入の予定額ですが、合計で２億８，８０４万８，０００円を計上
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しており、給水収益の減などにより、前年度から１６８万７，０００

円減額となっております。また、支出合計は２億３，４５６万

４，０００円を計上し、結果、税処理後の単年度損益においては

５，３６３万４，０００円の利益が生じる編成となっています。予

算書第４条の資本的収入及び支出の予定額ですが、収入は病院会計

からの貸付金償還金のみとなっており  ６，６００万円を計上して

おります。支出の建設改良費については、浄水場の設備更新工事を

行い、企業債償還金と合わせて支出合計は２，９８１万９，０００

円を計上しております。資本的収支において、病院会計貸付金は平

成１９年度において措置した額の一部が償還されたものですので、

ほかに収入が無いことから、支出全額が差引不足額となります。こ

の補塡は、損益勘定留保資金等に加え、減債積立金を２，３９６万

９，０００円取り崩して対応する予定としております。なお、詳細

については副局長から説明させますので、よろしくお願いします。 

 

原田水道局副局長 それでは管理者の概要説明に引き続いて、予算書３１ペー

ジを説明します。第５条は支出費目の流用可能項目、第６条は職員給

与費等の流用禁止経費、第７条は一般会計からの繰入金です。これ

らは予算書への記載が法定で義務づけられているものです。なお、職

員給与費については、予算書３７ページの給与明細書を御覧ください。

その中の１総括の表の職員数の欄を御覧ください。工業用水道事業会計

支弁職員は前年度７名でありましたが、令和３年度では１名を水道事業

会計に異動して１名減員とし、６人としました。給与費等の総額につい

ては、前年度当初予算と比較して、７０６万１，０００円の減額となっ

ております。それでは、予算の内容について、水道事業会計と同じ手順

で御説明をさせていただきます。まず、収益的収支については、予算書

の４８ページ、またお手元のＢ４資料は２ページを御覧ください。まず、

収入の部です。予算書の４８ページ１段目の工業用水道事業収益の当年

度予定額は２億８，８０４万８，０００円となり、前年度当初予算比較

で１６８万７，０００円の減となっております。次に、上から３段目の
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給水収益は、契約水量を日量４００立方メートル減量するため、減額し

ております。収入の部の一番下の段にあります営業外収益の中の、その

他雑収益は、県企業局の隧道点検に伴う工業用水の代替送水に係る電力

料金負担金が生じることにより、増額となっております。続きまして、

支出の部です。予算書では、４８ページ下段以降の内容となります。予

算書４８ページ支出の部の１段目の工業用水道事業費用は２億３，４５６万

４，０００円となり、前年度当初予算に比べ２，１１７万円の減となっ

ております。次に、Ｂ４資料の２ページを御覧ください。ここからは、

Ｂ４の資料を中心に御説明します。資料の右側が、前年度当初予算との

差額となっております。１収益的収支の中の支出内訳を御覧ください。

人件費、委託料等を前年度当初予算から減額しております。人件費の減

額理由については、先ほど説明したとおりです。委託料の大幅な減

額については、水道事業会計の説明の際にも触れましたが、令和２

年度当初予算において水管橋の耐震診断業務を予定していたことが

主な要因となっております。なお、動力費については、前年度から

増額となっていますが、これは先ほど収入の部で触れました県企業

局の代替送水を行うことに伴い、増加するポンプの電力料金を反映

したものとなっております。次に、予算書４５ページの予定損益計算

書を御覧ください。これらは税処理後の損益となっております。下から

４行目、当年度純利益は５，３６３万４，０００円を予定しております。

なお、下から２行目の、その他未処分利益剰余金変動額２，３９６万

９，０００円は、先ほど説明しました資本的支出の補塡財源として使用

する建設改良積立金取崩額の再掲載ですので、これには現金の裏付けは

ありません。また、その上の前年度繰越利益剰余金についても、令和２

年度補正予算における未処分利益剰余金の見込み額であり、その中にも

取崩予定額が含まれているため、一部が非現金となっております。続き

まして資本的収支について、御説明します。予算書最後のページになり

ます。５１ページを御覧ください。上段の収入の部です。１段目の資本

的収入は、病院会計からの貸付金償還金６，６００万円のみです。なお、

令和３年度における、この償還金をもって、病院事業会計への貸付金は
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完済されることになります。支出の部については、１段目の資本的支出

総額は２，９８１万９，０００円を予定しております。その下の、建設

改良費におきましては、上から４段目の浄水場施設整備事業費にありま

すとおり、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて延期

した高天原浄水場における設備更新として、直流電源装置の更新を行い

ます。その他の支出としましては、企業債償還金等があります。予算書

４６、４７ページの予定貸借対照表を御覧ください。４７ページの下段、

資本の部、７剰余金（２）利益剰余金のうち、オ当年度未処分利益剰余

金については、注④の表記のとおり、現金の裏付けのない利益３，７１３万

９，０００円が含まれております。これにより、内部留保資金は、利益

剰余金合計額７億８，５７５万円から４６ページの注記④にあります非

現金相当額３，７１３万９，０００円を除いた７億４，８６１万

１，０００円となります。次に、Ｂ４資料の一番下を御覧ください。令

和３年度の期末の企業債残高ですが、企業債は平成１９年度以降借入れ

を行わず、償還のみ行っていますので、順調に減少し、右端に記載のと

おり期末残高は９，２６１万４，０００円となっております。予算書３

６ページのキャッシュフロー計算書を御覧ください。下から３行目の資

金増加額のとおり、期末の手元資金は１億１，４４５万３，０００円の

プラスとなっております。病院会計からの償還金の影響を除けば、一年

間の事業活動を通じて、４，８４５万３，０００円の資金増加となる予

定です。以上、簡単ですが、令和３年度の工業用水道事業会計予算の説

明となります。御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 説明が終わりましたので上水と同じように、順を追っていき

ましょう。まず３０、３１ページから質問してください。いいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）次に、人件費のところ、３７ページ。１名減

ということですね。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）４８、４９

ページ。収益的収支の収入、支出全体でいいので、言ってください。給

水収益のところで、４００立方メートル減という報告があったと思うん

ですけれども、その原因は何ですか。 
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伊藤水道局次長兼業務課長 平成２９年度から、市内の１事業所から減量の申

入れがあり、令和２年まで５００立方メートルずつ減らしておりました。

最後、令和３年度に４００立方メートルほど減らしてほしいという申出

があり、それで今回４００立方メートルほど減らす処置をしております。 

 

中村博行委員長 ということは、減らすのは今年度で終わりということですか

ね。 

 

伊藤水道局次長兼業務課長 一応、企業から申入れがあったのは、この５年間

で２，４００立方メートルということで言われております。 

 

中村博行委員長 当然企業努力をされて、ひょっとしたら自前で井戸とか、そ

ういうことも考えられているとか、何か聞いておられることはないです

か。 

 

伊藤水道局次長兼業務課長 水のリサイクル使用とか、製品の減少等の原因は

あろうかと思いますが、一応、企業努力というように聞いております。 

 

藤岡修美副委員長 雑収益で、県工水の代替送水電気料の負担金が入ってくる

ということなんですけど、これは支出の動力費が２５３万３，０００円

増えている、これと相殺されると考えていいですか。 

 

原田水道局副局長 支出のほうの電力料は本来、工業用水の送水に使うものを

考えておりますので、全体的には、この中で最終的に相殺されるという

形です。 

 

中村博行委員長 ４８、４９ページはいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

次に４５ページ、損益計算書。当年度純利益が５，３００万円というこ

とで、これもいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは５１ペー
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ジ、資本的収支のところで。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは戻って、

４６、４７ページ、貸借対照表。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは資料のほうに行ってください。２ページ。全体の中で気付かれ

たところを質問してください。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは質疑を打ち切ります。討論ありますか。（「なし」と呼ぶ者あ

り）討論はありませんので、採決に移ります。議案第１７号令和３年度

山陽小野田市工業用水道事業会計予算について、賛成の委員の挙手をお

願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第１７号は可決すべき

ものと決しました。以上で議案の審査を終わりまして、それでは水道局

から、広域化についての説明があるということでありますので、続けま

しょう。 

 

今本水道事業管理者 それでは、宇部市との水道事業広域化検討状況について、

報告します。宇部市とは平成２５年度以降、水道事業広域化について検

討を行っております。去る２月に、第１２回の検討委員会を文書持ち回

りにて開催しましたので、その協議概要を報告するとともに、前回の報

告から時間を経過しておりますので、これまでの決定事項についても、

改めて説明します。お手元にお配りした資料を御覧ください。この資料

は、令和元年９月の産業建設委員会においてお配りしたものに、今回追

加した部分を青色で示しております。まず１ページの「宇部市・山陽小

野田市水道事業広域化検討に係る経緯についてです。平成２５年４月に

広域化について調査研究することで意見が一致したことを皮切りに、令

和３年２月に広域化検討委員会第１２回まで協議を行っております。第

１２回検討委員会の状況については、１０ページで報告します。次に、

２ページを御覧ください。水道事業が抱える現状についてです。人口減

少による料金収入の減少など、両市共通の課題について記載しておりま
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す。前回報告しておりますので、詳しい内容は省きたいと思います。次

に、３ページを御覧ください。広域連携のメリットについてです。ヒト・

モノ・カネそれぞれの視点から、メリットを記載しています。また、一

番下の段には、国の交付金などの活用と記載しておりますが、現時点、

両市の水道広域化事業において、国庫補助制度の要件には該当しており

ませんが、これまで継続して国や県に陳情を行っており、補助要件が緩

和されれば、広域連携の更なるメリットが期待されます。次に、４ペー

ジを御覧ください。水道事業広域化の形態についてです。上から「事業

統合」「経営の一体化」「施設の共同化」「管理の一体化」の４つが、

水道事業の広域化の概念です。上位に行くほど調整項目が増え、困難な

協議となりますが、長期的に見ると広域化の効果が一番多くなります。

なお、本市と宇部市とでは、平成３０年度から、既に薬品の共同購入や

水質検査結果の情報共有を実施しております。次に、５ページを御覧く

ださい。平成２８年３月に公表した検討委員会の中間報告を記載してお

ります。こちらでは、次の５つの項目において広域による効果が期待で

きると報告しております。次に、６ページを御覧ください。検討委員会

において、現時点での確認内容です。まず、広域化の形態ですが、「事

業統合」を目指すことで確認しております。水道料金については、事業

統合時に、山陽小野田市が宇部市の現行水道料金体系を適用することと

確認しております。次に、広域効果を発揮できる最大の要因である厚東

川水系の浄水場再編計画ですが、山陽小野田市の高天原浄水場、宇部市

の中山浄水場、広瀬浄水場の１系（宇部市西部地域）､２系（宇部市東部

地域）を段階的に廃止し、将来的には広瀬浄水場１か所に集約すること

で確認しております。なお、高天原浄水場においては、広瀬浄水場から

送水された水道水を一旦受水し、中継ポンプ所として今後も活用してい

くこととしています。次に、７ページを御覧ください。令和元年４月か

らは、宇部市上下水道局の組織内に、宇部市と山陽小野田市の職員で構

成している「水道広域推進室」を設置しております。また、検討委員会

に「専門部会」を設置し、両市の事務事業の調整をしております。８ペ

ージを御覧ください。令和元年９月に報告した当初の予定です。現状は
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予定よりも大幅に遅れております。この件については、後ほど１０ペー

ジにおいて説明します。９ページを御覧ください。アッセトマネジメン

トによる更新需要額について説明します。こちらは老朽施設の更新工事

を統合後１０年間加速度的に行い、高度経済成長期に埋設した管路・施

設を設定した使用年数で更新を行った場合の両市単独事業時、広域時の

更新需要額の比較となります。下の欄、宇部市単独６０年間の計【Ａ】

では９６３億９，１００万円、山陽小野田市６０年間の計【Ｂ】では

４３６億９，２００万円となっておりますが、広域の場合はそれぞれ、

９２１億１００万円、４２２億５，８００万円となっており、今後６０

年間の事業費を比較してみると右下記載のとおり、合計で５７億

２，４００万円の効果が期待できると試算しております。１０ページを

御覧ください。水道事業広域化のスケジュールです。令和元年度９月の

産業建設常任委員会では、上半分にありますように、広域化の協議を行

う法定協議会の設置予定時期を令和２年４月とすること。両市の水道事

業を統合し、一部事務組合（広域水道企業団）の設置し、事業開始とな

る時期を令和４年４月と説明しておりました。しかし、この間、１０ペ

ージの下段の理由により、スケジュールが大幅に遅れております。まず

①番目ですが、両市統一した資料を基に策定したアッセットマネジメン

トにおいて、平成２７年度に行った業務委託で策定したものと大幅に差

異が生じたため、資産台帳の情報を再整理する必要が生じたこと、②番

目に、再整理を行った後に試算した水道施設の更新需要計画策定に係る

両市の意見調整に時間を要したこと、③番目に、その策定した更新需要

計画を盛り込んだ財政計画の策定に当たり、必要な設定条件の調整に時

間を要したことなどから、当初のスケジュールを大幅に超過しているた

め、広域での事業開始時期も含め、スケジュールの見直しを検討してお

ります。以上、水道事業広域化の検討状況の現状報告となります。 

 

中村博行委員長 この件について、質疑を求めます。 

 

髙松秀樹委員 今後のスケジュールは検討中ということなので、全く未定であ
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るというふうに思っていいんですか。 

 

今本水道事業管理者 最後のページを見ていただきたいと思うんですが、当初

のスケジュールだと、昨年の４月に法定協議会を立ち上げて、令和４年

の４月にスタートということにしておりましたが、まだ法定協議会その

ものも立ち上がっていない。法定協議会を立ち上げるには、先ほど言っ

た調整事項がまだ残っておりますので、およそ１年近く掛かるんじゃな

いかと思っております。ということは、法定協議会を立ち上げてから、

広域の実施まで、およそ２年はかかるだろうと。法定協議会を立ち上げ

るまでに、最低でも１年以上かかるんではないかというような見込みで

すので、時期を限定することはできませんけども、少なくとも２年以上

は遅れるだろうという見込みです。 

 

中村博行委員長 実はもう議会報告会で、令和元年に市民にこのスケジュール

をお知らせした件がありまして、それ以降、全然進んでないということ

なんで、非常に議会としても苦慮するところではあるんですが。しょう

がないね、相手があるからね。 

 

今本水道事業管理者 委員長言われたように一度新聞報道がありまして、令和

４年４月という時期を示された中で広域化スタートということを周知さ

れていますので、そのままで行くと、もう来年かということになります

ので、この委員会において、それが遅れておるというのを明らかにした

いということで、今回報告させていただいた次第です。 

 

中村博行委員長 報道関係に遅れるようなことを示す予定はありますか。 

 

今本水道事業管理者 今のところは報道に直にお知らせするという予定はあり

ません。 

 

中村博行委員長 水道局のほうで、全協なりで議会に説明する予定は組まれま
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すか。 

 

今本水道事業管理者 報道発表が令和４年４月ということで、既に知れ渡って

いますので、それは違うんです、遅れていますというアナウンスは必要

だと思っています。これも宇部市と協議をして、今日の読み原稿も前か

ら申し上げていますように、宇部市と山陽小野田市と同じ原稿で同じよ

うに同じレベルでやっていこうということで話合いをしております。今

日、全協等での報告を求められたということで、宇部市とまた協議をし

て、報告なりできるようになりましたら、お願いしたいと思っておりま

す。 

 

中村博行委員長 よろしいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは水道

局の審査を全て終了したいと思います。ここで、２時３０分まで、職員

入替えのため休憩とします。 

 

午後２時２３分 休憩 

 

午後２時３０分 再開 

 

中村博行委員長 それでは休憩前に引き続きまして、委員会を続けます。午前

中の審査の続きで、仕切り直しと言いますか、議案第１８号令和３年度

山陽小野田市下水道事業会計予算について、もう説明が終わりましたの

で、ページを追って質疑に入ります。まず１ページから、総括的なとこ

ろですが。下水も別途資料がありますので、抜けたらまた後で。 

 

岡山明委員 小野田の西地区の農業集落排水、今回は下水につながったんです

けど、その人数とかは全部数字に反映されていますか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 はい。 
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中村博行委員長 １ページはいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）２ページ、

債務負担行為から。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは明

細のほうに行きましょう、２２ページから。収益的収入、支出のまずは

収入のほうからいきましょうか。いいですね。別途資料のほうに詳しく

書いてあります。一般会計からの繰入金まできちんと書いてありますの

で。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは２３ページの支出のところで。 

 

森山喜久委員 ２３ページ、報酬のところで、会計年度任用職員の報酬として

１人分が挙がっているんですが、この方はどういった業務をされるか、

教えてもらえますか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 管渠費の会計年度任用職員については、主に排水設備

の検査等の業務に従事をしております。 

 

森山喜久委員 ということは、資格職ということなんですか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 資格等はありません。各家庭の方が排水設備をした後

に検査をしておるんですけども、その検査業務の補助職員ということで

す。 

 

中村博行委員長 この件は、またやりましょうね。ほかはいいですか、２３ペ

ージ。 

 

髙松秀樹委員 これは、今まではフルタイムで、今回パートタイムに変更とい

うことでいいですか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 一般会計と同様に、令和３年度からパートタイムに変

更しております。 

 

髙松秀樹委員 就業時間は３０分短縮をされると思うんですが、３０分短縮さ
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れる理由をお聞かせください。 

 

西﨑下水道課課長補佐 この度、一般会計といいますか、山陽小野田市のほう

で、会計年度任用職員をフルタイムからパートタイムに変更するという

ことで、私どもの下水道事業に従事しております会計年度任用職員３名

おるんですけれども、同様の任用変更ということで、３０分短縮という

ことでしております。３０分短縮になる影響が少なからずあるんですけ

れども、業務内容を見直したり、ほかの正規職員がカバーをしたりして

対応したいと考えております。 

 

髙松秀樹委員 今の答弁は一般会計が３０分短縮してパートタイムになるから、

下水のほうもパートタイムにしたと、こういうことでよろしいですか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 下水道事業会計ですけれども、財務適用ということで、

職員の身分であるとか組織に関しては一般会計と同様の取扱いになって

おりますので、会計年度任用職員についても同様の形態を取っておりま

す。 

 

髙松秀樹委員 本会議場での執行部の説明は、業務改善等を行うことによって

３０分短縮が可能だと。つまり、３０分短縮が可能だからパートタイム

になるという説明だったんですけど、今の説明は一般会計が３０分短縮

したからパートタイムに切り替えたというふうに聞こえるんですが、そ

のような答弁でいいですか。 

. 

井上建設部次長兼下水道課長 ヒアリングをする中で、３０分の短縮は可能で

あると判断しました。 

 

髙松秀樹委員 ヒアリングは誰がどことしたんですか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 人事課とヒアリングする前に、私が各担当の係
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長と話をしました。 

 

髙松秀樹委員 ３０分短縮の理由は本会議場で効率化等の業務改善を行うと。

具体的にどのような改善を行うようになっていますか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 個別具体的にどのようにということは、まだは

っきり言っていませんが、３０分ないことで業務が滞るかという観点か

ら考えたときに、３０分短縮でも何とかやれるという判断です。いろい

ろ工夫をする中で、３０分なら何とかなるであろうということで判断し

たところです。 

 

髙松秀樹委員 いろいろ言いたいことはあるんだけど、今の話だったら１時間

でも短縮できるよね。本会議場で何と答弁したかというと、業務改善、

効率化を図るということだったんですよ。つまり、それが具体的に先に

あるべきだというふうに思っています。今の答弁は、そもそも３０分短

縮するため、要はパートタイムにするために３０分削減したというふう

にしか聞こえないです。だから、具体的にどの部分を改善したのかとい

うのをお聞きしているんですよ。それが、ここの費目では１人ですけど、

それぞれあと２人いらっしゃいますので、同様のことを聞きたいと思っ

ています。今回の１人について、より具体的に何かあれば教えてほしい

し、なければ、もうそれで結構です。 

 

西﨑下水道課課長補佐 会計年度任用職員ですが、先ほど管渠費の説明をしま

したけれども、管渠費で１名。これは、配水設備の検査業務の補助をし

ております。検査業務というものは日中行いますので、帰ってきてから、

そういった書類の整理等々をします。３０分に関しましては、その整理

業務を早め早めに効率的にやろうということを思っております。あとは

２４ページ、同様の事務補助しておりますので、夕方５時１５分までに

終わるものを本人の業務内容を見ながら３０分短縮をして、ほかに影響

がないような業務の見直しをしようと思っております。 
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中村博行委員長 この件については、いろいろ問題があるということで、ここ

で審議をしても各方面でいろいろやられているようですので、そこを除

いた部分で取りあえず質疑を行ってください。 

 

藤岡修美副委員長 委託料で、不明水の調査委託料４９９万４，０００円を組

まれていますけど、これ具体的な場所を決めていますか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 山陽処理区におきまして、平成３０年度に実施

をして、ある程度絞ったんですけれども、完全に絞り切れなかった、原

因が分からなかったということで、その続きで今回、予算を計上してお

ります。本来であれば、この令和２年度にやりたかったんですけれども、

新型コロナウイルスの影響で４月に発注をしていいのかというところも

ありましたので、今回見合せて、改めて令和３年度にやります。具体的

には山陽処理区のうちの厚狭東処理区といいまして、厚狭川の左岸側、

東側のほう、山陽処理区では古いほうで、大きな系統が二つあるんです

けれども、その２系統のどちらのほうから不明水が多いかというのを調

査しようと考えております。 

 

藤岡修美副委員長 小野田処理区と山陽処理区の不明水の量の割合は、どうな

んですか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 申し訳ありません。割合というもののデータを

持っておりませんが、この山陽処理区の不明水調査に至った理由は、平

成２９年に処理場にかなり負担をかけるほどの大雨が降ったときに、そ

の水が来たということで、雨水とか降雪とかいろんなこと考えられます

けど、多分間違いなく雨水によるのが原因であろうということで、これ

以上続くと処理のほうにも支障が出るということで調査しているところ

です。 
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中村博行委員長 それでは２４、２５ページ。 

 

髙松秀樹委員 処理場費の会計年度任用職員ですが、業務内容と業務の見直し

をどのように行ったかを答えてください。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 処理場費にいる１名は、水処理センターに勤務

する会計年度任用職員ということで、こちらについてはフルタイムじゃ

なくて週２日で勤務していただいているパートタイムの再任用職員の方

がいらっしゃいますので、その方を含めて勤務を調整させていただいて、

この方については週４日のフルタイムということで、今年度も１月から

契約をしておりまして、来年度も引き続きそれで雇用ということで考え

ております。ほかの方とはパターンが違う週４のフルタイムということ

で募集して、勤務をしていただいております。引き続き令和３年度も、

その体制で勤務をしていただこうと考えております。 

 

髙松秀樹委員 フルタイムだったら給料になるんじゃないですか。報酬で出て

いますけど。 

 

西﨑下水道課課長補佐 修正します。時間短縮ではなくて週４日のパートタイ

ム勤務です。予算上は今のところ、パートタイムとして組んであります

けども、実情は処理場で会計年度任用職員は週４日のパートタイムで雇

用しております。 

 

髙松秀樹委員 そもそも質問は、どういう業務をして、どういう業務改善をし

たのかということです。 

 

西﨑下水道課課長補佐 業務としましては、水処理センターのデータの処理、

入力作業などの事務補助です。見直しとしましては、先ほど言いました

ように、再任用職員で週２日のパートタイムで勤務していただいている

方がいますので、その方と調整しながら週４ということで勤務をされて
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います。 

 

髙松秀樹委員 具体的じゃないんで、納得はできないんですけど、予算的には

週４で３０分削減した時間と月で直すと一緒であるということなんです

か。 

 

西﨑下水道課課長補佐 予算は、ほかの２名と同じ予算になっておろうかと思

います。実際の雇用形態と合致しておりませんけれども、予算について

は、３０分短縮の報酬として組んでおります。 

 

髙松秀樹委員 結構アバウトに組むんですね。同じ金額を計上していますよね、

１６９万円。でも今、説明が違って、最終的に金額が合致するならいい

んですけど、今の話なら合致しませんよね。何で予算をちゃんと上げて

いないんですか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 処理場の従事しております会計年度任用職員ですけれ

ども、令和２年度中に退職と新規採用がありまして、予算を作成する時

点でそこまで反映できていなかった。ちなみに、人事課のほうで、私ど

もの職員給与等々も組んでいただくんですけれども、４月からの人事異

動も当然この予算に含んでおりません。実際の４月からの配置と予算が

若干食い違っているというところで御理解いただきたいと思います。 

 

森山喜久委員 給料のほうの職員２人というのが、正規職員１、再任用のパー

ト１ということでよろしいですか、処理場費。 

 

西﨑下水道課課長補佐 処理場費の給料については、２人とも再任用職員です。 

 

森山喜久委員 再任用の１人はパート、１人はフルということですか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 予算上そのようになっております。 
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藤岡修美副委員長 委託料で、農業集落排水施設調査計画委託料を３００万円

組まれていますけれども、これ具体的に説明してもらえますか。 

 

藤岡下水道課技監 これについては、仁保の上と福田の二つの処理場について、

平成２２年に機能診断をやっているんですが、それから１０年たったと

いうことで、今年度、簡易診断で、もう１回、新たに診断をしました。

これに基づきまして、来年度は調査計画ということで、さらに具体的な

調査、それから今回は処理場しかやっていませんけど、管路のマンホー

ルポンプ等も含めまして、もう一度、具体的な調査をして、概算費用等

もはじいて、そういった計画を立てるという業務になります。 

 

中村博行委員長 調査結果が出てからの対応ということですね。 

 

髙松秀樹委員 同じく、総係費の会計年度の業務内容と業務の見直し案を教え

てください。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 ２５ページ、５目総係費の会計年度任用職員１

名については、管理係に配属、現在もですけど、しておりまして、主に

業務とすれば、窓口の業務です。窓口の業務については、内容を見直す

ことで３０分の短縮が可能と考えております。 

 

髙松秀樹委員 どのような内容を見直しましたか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 一日の締めであるとか、そういうものの担当を

見直すとか、もっと前に日中にやることを少し短くするということでの

改善を考えております。 

 

髙松秀樹委員 ４月１日から、そういう業務に変わるんですが、今のはまだ未

定のような答弁だと思うんですけど、それでしっかり４月１日から業務
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の見直しが図られると思っていますか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 総係費の会計年度任用職員、正に私の部下なので、１

日でやる業務、１週間にやる業務、１か月でやる業務というのは全て把

握しております。そういった関係で、３０分見直しについて、こうやろ

うねということで、本人と話をしまして、窓口業務だったり、伝票を作

成するのであったりなどの業務について、３０分の見直しが可能という

ことで考えております。 

 

髙松秀樹委員 もう最後にしますけど、今の答弁は、３０分の見直をしなけれ

ばならないということで見直しを図ったと取れるんですよ。そもそもこ

の３０分見直しの執行サイドの答弁は、業務改善等をして効率化してい

くことによって、結果、３０分見直しが図られると。だから、結果、パ

ートタイムになるんだという説明だったんですが、今の答弁は全く逆と

いうふうに思って、結構ですか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 そのとおりです。 

 

森山喜久委員 ほかのページもあるんですけど、業務改善できるなら正規職員

のほうも業務改善できると思うんですよね。ただ、時間外勤務手当とか

増えていますよね。片方では３０分減らしながら、片方では時間外を増

やすという形で行ったとき、業務改善に全然なっていないというふうに

言わざるを得ないんですけど、その辺どうでしょうか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 恒常的な残業については、できるだけしないよ

うにということで、職員も努力をしております。ですけれども、例えば

私ども建設部も総じてそうですけれども、起工によるものとか、突発的

な修繕であるとか、緊急事態によって出なければいけないこともありま

すし、他の課からの執行委任とかもあります。その中で確かに業務量と

してはちょっと多くなっているのが現状です。その辺りについては、や
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らなければならないものは優先してやる中で、改善できるもの、帰れる

ときにはちゃんと帰るということで、これも徹底してまいりたいと思い

ます。 

 

森山喜久委員 ちなみに今の答弁で、執行委任でやった業務で残業した分は、

下水道課じゃなく、委任したところからもらうということでよろしいで

すか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 大抵の事業については、委任元から全部出して

いただいております。 

 

中村博行委員長 一応、３名の会計任用職員についての内容等々は全てお聞き

をしましたが、ほかの部分の質疑を続けます。 

 

森山喜久委員 下水道の管路の耐震化率の状況はどうなのか、お聞きします。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 管路の耐震化率については今、数字がないので、

お答えできません。 

 

中村博行委員長 ２６、２７ページ。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは前に戻って、全体を見ていきましょう。重複する部分がありま

すが、４、５ページ。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）６ページ、

終わりましたね。７ページ、キャッシュフロー計算書。いいですね。（「は

い」と呼ぶ者あり）８、９ページ、先ほど少し出ましたが。いいですね。

（「はい」と呼ぶ者あり）それから、１０、１１、主に債務負担行為で

すが。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）１２、１３ページ、貸借

対照表。１４ページ。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）１６、１７

ページ。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）１８ページ。 

 

岡山明委員 資本的収支の部分で、水道と同じような形で、７億７，０００万
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円ぐらいの不足が出ていると思うんですけど、損益勘定留保資金で補塡

したという状況です。これは毎年同じような感じで、全然問題はないん

でしょうが、不足額の傾向はどうなっていますか。 

 

西﨑下水道課課長補佐 今、岡山委員が言われました１ページ、４条のところ

の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額７億７，５４９万

１，０００円。これは、水道でも説明があったと思いますけれども、資

本的収支というのは赤字になって当然というような会計ですので、その

赤字部分をどのように埋めるか補塡するかというところでして、下水道

事業に関しましては基本的に赤字です。一般会計のほうから赤字補塡し

ていただいている。この資本的支出の不足額は、収益的収支側の減価償

却費等々の内部留保資金でもって財源不足を補うと。まずは収益的収支

の内部留保資金、減価償却費で補って、それでも足らないので、４条の

収入のほうに出資金というのがあると思うんですけれども、出資金でも

って、更に補填財源で不足する額を一般会計から頂くという構造です。

これはしばらく、このままということになろうかと思います。 

 

岡山明委員 今、水道とかは非常に厳しいというのが、減価償却費を使っても

足らないという形になっているけど、下水に関しては、いろいろ一般会

計からお金をもらっているから、減価償却に対しては余裕がある状況で

進むという状況ですかね、今の事業形態から行くと。 

 

西﨑下水道課課長補佐 水道事業に関しましては、ほぼ独立採算をしておりま

す。自らで得た水道の使用料でもって経営をしている。収益的収支で黒

字を生み出して、それを積み立てておいて、４条の建設改良費等の財源

にするという仕組みです。私ども下水道事業はそもそも下水道使用料だ

けでは到底足りないので、国の繰出基準に基づいた繰入金を頂くという

構造になっておりますので、内部留保資金をどんどんためていく構造で

はなくて、一般会計に依存しているんですけども、その繰入れを少なく

するような経営努力はしていかないといけないとは思っております。 
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中村博行委員長 ですから、純利益がいつもゼロになっているというわけです

ね。２０ページのセグメントのところで農業集落排水も調査があるとい

うことでしたので、よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）資料の

ほうから質疑を求めます。 

 

藤岡修美副委員長 ポンプ場検査事業で、耐水化計画策定事業は中継ポンプ場

２か所ということなんですけど、具体的なイメージとしては電気設備を

かさ上げして上に上げるとか、中身はどういったものなんですか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 中身は、最新の河川のハザードマップに基づい

て、その敷地にどのぐらいまで水が来るか、それを基に、ポンプ場がど

こまで浸水するかということをまず来年度、この業務の中でやります。

例えば、地面から１メートルぐらいのところに来る。そこに何か開放部

であるとか、扉とかがあったりとかすれば、どういうふうな水に耐える

ものを作るか、どれからやっていくかということの優先順位を定める、

そういうところの計画を令和３年度までということで策定をします。で

すので、これから調査をしていきますけれども、つかるところがそんな

になければ、例えば扉を変えるとか、ちょっとした角落としを造るとか

ということで済むかもしれませんし、全然駄目ということであれば、も

っと大々的なもの、あるいは建て替えという可能性もありますけれども、

その辺も含めて、建て替えとかでないと間に合わないことになりますと、

今の建物の長寿命化計画とか、そういうものと絡めて、耐用年数がもう

ちょっとであれば、そのときに併せてやる。それまではソフト対策も含

めて、ハードソフト両面で考えてくださいよということで、国から来て

おりますので、そういうことを考えながら計画を立ててまいりたいと考

えております。 

 

中村博行委員長 １ページは先ほどやった内容。２ページでありましたら。普

及率が大分上がったね、５７、５８％くらいまで行った。共和台は終わ
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ったんですかね。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 令和元年度末で共和台は接続が完了しておりま

す。 

 

中村博行委員長 今年度はさっき言われたように、南平台ということでいいん

ですか。 

 

井上建設部次長兼下水道課長 令和２年度は大きな団地の接続はありませんが、

令和３年度早々に南平台と青葉台。南平台については、令和２年度工事

で、繰越しですけれども今、整備しておりまして、最後に令和３年度に

小さいポンプを付けて接続完了になります。 

 

中村博行委員長 ちょっと前まで１年に０．５％ということだったんですけど、

この近年、それがかなり改善をしたなという気がするんですが、そうい

う見方でいいですかね。 

 

西﨑下水道課課長補佐 普及率ですが、令和２年度に小野田西の農業集落排水

を統合しておりますので、それで２．３％程度増えております。なので

令和元年度が５５．２％だったものが、令和２年度の予定で５７．５％、

この資料のとおりです。令和３年度は南平台、青葉台等々を考慮して

５８．１％ということで整理しております。 

 

中村博行委員長 それでは質疑の途中ということで打ち切りたいというところ

ではありますけれども、会計年度任用職員の件でいろいろ質疑も出まし

たし、一般質問あるいはほかの委員会、分科会でもいろいろ紛糾するよ

うな事態があったというふうに聞いております。ですので、結論から申

しますと、一般会計全体会での質疑等々の様子を見た上で、他との整合

性を図るという意味合いから、この特別会計についても採決には至らず

質疑の途中で一旦継続の審査ということにしたいと思いますが、よろし
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いですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは当議案１８号については、

再度、審査するということで、継続審査ということにしたいと思います。

ここで休憩にしたいと思います。次は、３時２０分からということで参

集をお願いします。それでは休憩に入ります。 

 

午後３時１０分 休憩 

 

午後３時２０分 再開 

 

中村博行委員長 休憩前に引き続き、委員会を続けます。それでは、審査番号

６番、議案第３２号山陽都市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

の制定について、説明を求めます。 

 

泉本土木課長 議案第３２号山陽小野田市道路占用料徴収条例の一部を改正す

る条例について、説明します。最初今回の条例改正の趣旨について、説

明します。道路占用料の徴収については、道路法の規定に基づき、占用

者から徴収しているところですが、本市の道路占用料徴収条例において、

道路予定区域での占用料を徴収しておりません。このため、この区域に

おいても、占用料を徴収することを目的とした条例改正となっておりま

す。最初に言葉の説明をしますと、道路予定区域とは、道路が市道認定

されて、その道路区域が決定されてから、工事の完成等の理由により、

道路が供用開始するまでの間のことです。この道路予定区域については、

道路法第９１条第２項の規定によると、道路法第３９条を準用すること

で、道路占用料を徴収できることとなっておりますが、現行の当市の道

路占用料徴収条例においては、道路予定区域の取扱いについて定めはな

く、道路占用料を徴収しておりません。このため、今回の改正により、

道路予定区域においても道路占用料を徴収できるようにすることが、条

例改正の趣旨となっております。続いて、条例改正の内容について説明

します。お手元の議案書にもありますが、読み上げて説明します。山陽

小野田市道路占用料徴収条例（平成１７年山陽小野田市条例第９６号）
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の一部を次のように改正する。第６条を第７条とし、第５条の次に次の

１条を加える。（道路予定区域の占用料）第６条法第９１条第２項に規

定する道路予定区域の占用料については、この条例の規定を準用する。

附則、この条例は令和３年４月１日から施行する。以上が改正の内容と

なります。続いて、この条例改正を行うこととした経緯について説明し

ます。現在、都市計画課において、小野田駅前地区都市再生整備計画事

業の一環として市道整備が行われておりますが、このような大規模事業

については、事業の執行に時間が掛かるため、道路認定から供用開始ま

で数年を要することとなります。特に、このような生活道路の要素が高

い市道整備においては、通常の新設道路と違い、工事中に電柱や水道、

下水道といったライフラインが同時に施工され、道路を占用することと

なります。法においては、道路予定区域の占用については、道路管理者

の権限で許可できることとなっておりますが、占用料については、別途

規定する必要があると考えております。このため、現在、この地区で整

備されている市道予定区域については、占用許可をしているものの、占

用料を徴収しておりません。法において、占用料はできる規定ではあり

ますが、占用許可と同時に占用料を徴収できるものについては、徴収し

ていきたいと考えております。なお、現在、この予定区域で占用許可を

している許可者は、山陽小野田市中国電力ネットワーク株式会社、宇部

ネットワークセンター、山口合同ガス株式会社となっております。また、

この条例改正において徴収できる占用料については、免除、減免対象占

用物件を除いて、６，９００円となります。以上、説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 説明が終わりましたので、質疑を求めます。 

 

髙松秀樹委員 条例改正によって、市には６，９００円の歳入があるというこ

とですよね。該当箇所は小野田駅前になるということですか。それ以外

に該当箇所はないということですか。 
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泉本土木課長 現在のところ、他の箇所はありません。 

 

恒松恵子委員 よくイベントで道路を占有することがあるんですけど、これは

全く別だと思うんですが、この６，９００円の適用は、１日とか、期限

は何日か教えてください。 

 

泉本土木課長 これについては、占用料徴収条例によって定められておるとこ

ろですが、電柱については１年です。管についても１年です。それぞれ

ものによって違いますので、それに応じた占用料を頂いておるというこ

とです。 

 

髙松秀樹委員 今、恒松委員が聞いて、この占用料というのは、要は固定物み

たいなものになるんですか。どういうものを対象に占用料というのが発

生するんですか。 

 

泉本土木課長 これについては先ほど申し上げた電柱、それからガス管、水道

管、下水道管、道路に入ってくる占用物件全てになります。ですから、

看板等も設置されれば、占用料を取る場合があります。 

 

岡山明委員 そうすると今回拡張していますよね、県道と市道とか。その状況

の中で例えば柱がぼんと入ってくると、今後そういう料金は対象になる

ということですね。 

 

泉本土木課長 基本的に買収を行った時点で、県道のほうは県の取扱いとなり

ますので、差し引かせていただきたいんですが、市道については、買収

を行った時点、市の名義になった時点で、それを道路区域というふうに

取り扱うようになりますので、そこに占用物件が入るということになれ

ば全て占用許可を出して占用料を頂くということになります。 

 

中村博行委員長 ほかにありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは質疑
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を打ち切ります。討論はありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それで

は採決に移ります。議案第３２号山陽小野田市道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例の制定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第３２号は可決すべき

ものと決しました。ここで若干の休憩、３５分から次やりましょう。そ

れまで休憩します。 

 

午後３時３０分 休憩 

 

午後３時３５分 再開 

 

中村博行委員長 それでは休憩前に引き続き、委員会を続けます。次に審査番

号７番、議案第３８号財産の減額貸付けについて、説明を求めます。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 それでは、議案第３８号 財産の減額貸付け

について説明します。令和３年４月から民営卸売市場を開設するため、

市場施設を民間開設者に貸し付けるに当たり、卸売市場が安心新鮮な青

果物の供給、需要と供給に応じた適正な価格形成、地元農産物を取り扱

うことで地域の農業振興、地産地消など、市民生活の安定向上に資する

ため、公共性や公益性を有する重要な役割を担っていることを考慮し、

経営が安定するまでの間、３年間ですが、その貸付料を減額することに

ついて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を

求めるものです。議案書を順に説明をさせていただきます。まず１です

が、減額貸付けをする財産の所在ですが、山陽小野田市大字西高泊字西

大塚１１８４番地１ほか。建物の種類、山陽小野田市地方卸売市場施設。

面積８，５８４．６１平方メートル。これは資料として、Ａ３の平面図

をお配りしております。御覧ください。上が北になりますが、右に高泊
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児童公園があります。その下に、東側の市道から市場施設に入る進入路

があります。この進入路と市場施設を含めて、お貸しする用地です。そ

れと、その上に建設された建物をお貸しすることとしております。それ

から、２、減額貸付けの相手方、山陽小野田市大字西高泊１１９８番地

１０、Ｙフーズ株式会社代表取締役、山崎敏彦。３、減額貸付けの理由、

Ｙフーズ株式会社が先ほど申しました公益性の高い地方卸売市場の運営

を継続的に行うことができるようにするため、山陽小野田市地方卸売市

場の施設を当該法人に減額して貸し付けるものです。４、減額貸付けの

条件、（１）貸付け物件は、卸売市場の用途に使用し、卸売市場法第

１３条に規定する地方卸売市場の認定を受けること。（２）市と当該法

人が締結する卸売市場の運営に関する協定書に基づき運営すること。５、

減額貸付けの期間、これは先ほど申しましたゼロからの卸売業のスター

トということから、経営が安定する期間、３年間としまして、令和３年

４月１日から令和６年３月３１日までです。６、貸付けの金額、年額

２４万円。参考までに、山陽小野田市普通財産貸付け料算定基準に基づ

く貸付料ですが、年額が３６１万４，６００円となります。それから、

減額後の貸付料については、昨年７月の第１回市場関係者説明会で、民

間の市場開設の提案を求めた際に、参加者から使用料の額が分からない

と提案できないとの意見がありまして、８月に開催しました第２回市場

関係者説明会にて、小野田中央青果に対して減額していた額を参考に提

示しました。その提示額は約３５万円でしたが、フォークリフトを処分

することから、搬送設備使用料相当額約１１万円を減じた２４万円とし

ております。補足ですが、今まで市が予算計上していた警備や設備保守、

草刈りや清掃など、市場運営経費や管理経費数百万円を普通財産にする

ことでＹフーズ株式会社の負担となりますので、申し添えます。以上で

す。御審議のほどよろしくお願いします。 

 

中村博行委員長 それでは、質疑を求めます。 

 

森山喜久委員 中央青果の減額していた額を提示されたという形になるんです
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が、その資料は９月１４日に委員会に追加資料を出してもらったもので

よろしいんですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 その資料がＡ４横書きで卸売市場使用料試算

表ということで、減免前と減免後の案。これに卸売業者の事務所の使用

料約５万円が入っていなかったんで、それを追加して、３４万６，５７９

円となっております。委員が今、提示されたこの資料には卸売業者事務

所使用料が漏れておったんで、それを追加しております。 

 

森山喜久委員 卸売業者のほうは、そういう形でやってきたからということで、

その数字を出されたんですけれど、ちなみに今、出された数字、貸付料

全体が３６１万４，６００円というふうにあります。これの算定式が今

日出るかなと思ったんですけど、出ていなかったんで、算定式を教えて

もらえますか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 資料をお配りして、よろしいですか。 

 

中村博行委員長 その間、何かほかに。 

 

宮本政志委員 先ほどの説明で、普通財産に移すに当たって、管理料等数百万

というふうに言われたんですけど、それでは分かりにくいので、大体ど

れぐらいかというのは分かりますか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 数百万というのが、市が今まで特別会計で管

理していたのが６８５万円です。 

 

宮本政志委員 土地と施設の建物も一緒に貸して、土地と建物の両方の賃料が

入っているんでしょうか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 両方が入っております。 
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宮本政志委員 そうすると、居住用で貸すわけじゃないんで、建物の賃料のほ

うは消費税が掛かりませんか、 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 消費税が掛かります。これは税務署に内容を

確認しております。算定は３６１万４，６００円で、消費税が入った数

字で貸付け料を評価しております。 

 

森山喜久委員 ただいま算定資料を頂き、ありがとうございます。ちなみに平

米当たりの単価は、固定資産の評価でしょうか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 鑑定士による鑑定評価です。 

 

森山喜久委員 固定資産じゃなくて、鑑定士ということになるんですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 これは固定資産評価が出ていなかったので、

鑑定士のほうへお願いをしたところです。 

 

森山喜久委員 せっかく図面があるんで、先ほど言った９月１４日の委員会の

追加資料で出されたもので、場所とその金額を再度説明していただいて、

左上にある冷蔵庫と倉庫、そして市場の事務所以外の広場と事務所を貸

したものが全部で２４万円になるということでよろしいですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 先ほど申しました市道からの進入路、それか

らこの市場の建物が建っておる土地、その上に建っておる建物全て、総

額２４万円で賃貸するということです。 

 

森山喜久委員 全てというのは、最初の卸売業者が行政財産として使用してい

た場所は、冷蔵庫と倉庫と卸売市場と管理棟のところだけじゃないんで

すか。そこにフォークリフト入れて、３５万円で貸していたことじゃな
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いですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 そうです。条例に基づく使用料が掛かるとこ

ろになりますので、今、委員が言われたところになります。 

 

森山喜久委員 今回、行政財産から普通財産に切り替えたということで、先ほ

ど言ったものに附属営業店舗とか、トイレとか、丸珠物産の旧建物とか、

駐車場代、一切含めても、値段は変わらず、そのままということなんで

すか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 これは、先ほど申しました第２回説明回のと

きに固定費として示したものですので、金額を固定して今回お示しをし

ております。市場について開設者が運営するということで、行政財産で

あれば先ほど委員おっしゃられたところを使用許可するということにな

りますが、普通財産ということになりましたので、管理はしていただき

ますし、運営経費も見ていただきますが、開設者として、ここの施設、

建物を全てお貸しした金額については説明会で提示した金額を再度提示

させていただいております。 

 

森山喜久委員 行政財産のとき２４万円で、普通財産に見直したとしても全部

で２４万円に切り替えるのは、市として、それで大丈夫と判断したとい

うことでいいんですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 市としては全部で２４万円でお貸しするとい

うことで判断しております。 

 

森山喜久委員 見方を変えますけど、先ほど経営が安定するまでという話があ

りましたが、初年度、新開設者がどれぐらいの年商を見込んでいらっし

ゃるのか。それは、どういうふうな計画でどこまでやったら安定したと

いうふうに判断するか、教えてもらえますか。 
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川﨑経済部次長兼農林水産課長 経営計画といいますか、予算といいますか、

それを１回示してもらったことがあります。その中で、３年程度で黒字

に転じるというようなことが示されていました。この３年というのは、

３年がいいのか５年がいいのかとありますが、ゼロからのスタートとい

うことで、一つの区切りとして、市のほうで、とにかくこの経営を応援

する立場から、３年を定額２４万円ということで提案しております。 

 

森山喜久委員 黒字になるのが３年目でいいんですけれど、実際どれぐらいの

年商とか、要は向こうが言ってきたら黒字になるまでそのまま維持する

のか。経営が安定していないというふうにみなすのか。数字的に根拠を

持ってみる方策はどういうふうに考えていますか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 今、説明しておりますのは、最初の３年間。

経営が安定するというのが、どこからが安定かということがあります。

当然４年目も５年目も、どんどん発展していただきたいということで期

待はしております。その中で、３年間は年額２４万円ですが、４年目か

らは毎年２４万円ほど増額する予定で考えております。貸付料は年額約

３６０万円になりますが、この３６０万円に達するのが１７年目、令和

１９年です。それまで、そういう考え方の下、最初は投資もありますし、

経営が安定しないということもありますので、その都度、相手方と市が

協議をして、この額を決めるということになっております。基本的な考

え方は、４年目から年に２４万円ずつ増やしていくという考え方で計画

をしております。 

 

宮本政志委員 ということは、３年超えて軌道に乗っていなくても上げるとい

うことですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 考え方はそれで、一応、計画を持っておりま

すが、先ほど申しましたように、出資というか、設備投資なんかもあり
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ますし、経営が安定するかどうかということもありますので、その都度、

協議するようにしております。また、減額貸付けになりますので、これ

については今回３年間、議会の議決を得るように話を進めておりますが、

４年目も減額があれば当然、議会の議決を経て契約をすることになりま

すので、４年目以降、また減額が生じることがあれば、相手方と協議し

ながら議会の議決を得るということです。 

 

宮本政志委員 といいますのが、この建物は古いと思うんですよね、北側の店

舗とか。それの管理を任せると言われたじゃないですか。そうすると、

本来は市が管理するとすれば、結構年間手が掛かるし、費用が掛かるよ

うな建物も、今回はＹフーズのほうで全部管理してもらえるわけでしょ。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 経年劣化によるもので、軽微なものはＹフー

ズのほうで負担をしていただくことになろうかと思いますが、雨漏りと

か経年劣化というものは、所有者である市がやるようにしています。予

算の中でも出てきますが、令和３年度も修繕料等も計上しております。

だんだん修繕料は少なくなってくるのかも分かりませんが、当面雨漏り

等もありますから、所有者として予算計上して、ここを管理していく経

費もあります。 

 

宮本政志委員 その辺りを何ていうか、もっと分かりやすく、あれだけの広さ

のものを年間２４万円という数字だけ見てしまうと、すごく安いなとい

うふうに受け止められるわけですよ。だけど、さっきの説明で、例えば

約７００万円近い管理料が、普通財産になって市が出すこともなくなる、

あるいは古い建物のほうも、軽微な管理に関しては借りる方にやっても

らえると。そうすると、目に見えない費用が２４万円プラス、例えば１，

０００万円近くあるというところを分かりやすく言ってもらったほうが

と思って、さっきから聞いていたんです。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 先ほど申しました貸付料は年額２４万円です
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けども、市が行政財産としておれば６８５万円の費用が掛かるというこ

とで申し上げました。光熱費、電気料、水道料、それから通信運搬とし

て電話料、手数料の消火器の薬剤の入替えとか、浄化槽の法定点検手数

料、それから警備委託料等々で、トイレの清掃も草刈りもやっていただ

くようになりますので、その辺があって６８５万円という金額になって

おります。それは今度、Ｙフーズに負担していただくようになりますの

で、そこはＹフーズがこの経費をどこまで削減されてやられるかという

のはありますけども、これぐらいの業務がＹフーズの負担で起こってく

るということです。 

 

森山喜久委員 再確認ですが、今の６８５万円は一般会計の繰入金の額という

ことでよろしいですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 そうではなく、年間約１，０００万円の支出

が特別会計の中であって、使用料等が３００万円ありましたので、大体

７００万円ぐらいが一般会計からの繰入れです。 

 

髙松秀樹委員 関連になるんですけど、この際ですので質疑をしたいんですが、

ずっとこの市場のことをやっています。県の認定が前提だということで

我々も進めておるんですが、先日、本会議場において山田議員の反対討

論がありました。その中で山田議員は、この認定のことについて、県の

担当課は山陽小野田市が問題ないと言えば認定するというニュアンスの

発言がありました。私、本会議場で聞いていて、果たしてそうなのかと

思いました。この辺の事実関係、県の認定のことについて説明していた

だければと思います。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 ３月１０日の山田議員の反対討論の中で、先

ほど言われた、県の担当課は、山陽小野田市が問題ないと言えば、認定

するというような内容の発言がありました。これについては、今まで私

もそうなんですが、職員が県の職員と話をするときに、そういう話は出
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ておりません。ちなみに、３月１０日に県のぶちうま山口推進課に電話

で確認をしました。一応、こういうことないですよねということで話し

ましたが、県の担当の方がおっしゃられたのが、認定については、県と

申請者のやり取りなので、市が問題ないと言えば認定するということは

ないということです。それと、そのような発言はしないということで回

答を頂いております。 

 

髙松秀樹委員 そうなると、執行サイドの話じゃないんで、議会側の話ですけ

ど、いわゆる虚偽の発言があったというふうなことになるということで

いいんですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 先ほどの県の担当課は、山陽小野田市が問題

ないと言えば認可すると言われたのか、認定するということはありませ

んので、この部分では内容は異なっておるんではないかというふうに考

えております。 

 

森山喜久委員 貸付けの金額のほうは最初、３５万円で示している中で、フォ

ークリフトを使わないのか、使えないのか、分からないんですけど、

２４万円という話になったということで、ただ、それは行政財産の話で

すよね。普通財産になったときに、３６１万４，６００円という数字が

出ているならば、例えばその１０分の１ということで、３６万円でどう

かというふうな話をして、協議をしてもおかしくないと思うんですよね。

その辺の協議の状況はどうなんでしょうか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 これは、行政財産から普通財産に変更して、

協議を継続的に進めておりました。このときには、もう２４万円という

額で交渉しております。ちなみに鑑定評価については、その後、取った

ところです。先ほど申しましたように、説明会で固定費として提示した

額でしたので、その額で進めているところです。 
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森山喜久委員 提示した額が３５万円でしょ。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 提示した額は３５万円ですが、その提示した

額から先ほど申しました運送設備、使用料、これはフォークリフトを処

分するということから、そこを減額しまして、２４万円としたところで

す。 

 

森山喜久委員 確認ですけど、フォークリフトを処理するというふうに発言し

たのは、市がやったということでいいんですね。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 これについては、Ｙフーズと話をする中で、

フォークリフトも５年以上が過ぎて、かなり古いものが２台あります。

１台については、環境衛生センターで使用できるということから、そち

らで使いますが、１台はもう廃棄するということで、２台とも市場から

はなくなります。 

 

森山喜久委員 ですから、市のほうが、そのフォークリフトは使えないからフ

ォークリフト分を減らすと、減額するというふうな発言したということ

でいいですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 そのとおりです。 

 

森山喜久委員 ３５万円を１１万円減額して２４万円にするということで協議

を進めてこられたと。その中で、普通財産でいえば３６１万円何がしか

というふうな形になるけれど、それはあくまで市で今まで協議をした

２４万円を認めてくれという話でいいんですか。 

 

河口経済部長 今言われるとおりで、もともと３５万円で、１１万円引きまし

て２４万円で話を進めていた。それが固定費ということで、皆さんのほ

うに提示しておりましたので、市長も含めて、この辺は鑑定評価をしな
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ければいけませんので、するんですが、提示した金額は変えずにいきま

しょうということで、内部調整できておりました。その中で、この数字

をそのまま使わせていただくと。先ほど３６０万円何がしのお金が年間

掛かるということですので、先ほど次長が言いましたように４年後以降

は２４万円をずっとプラスしていこうと。それは協議の上での話になり

ますけれども、そういう形で３６０万円、鑑定評価の金額に至るまでは

上げていくというような考え方を持って、採用しようとすることに決め

たところです。 

 

森山喜久委員 今後のこともあるんで確認ですけど、今回、３年間２４万円で

据え置くという形で議会に上げられたじゃないですか。３年後に、次は

４８万円と。それを１年ごと、順調にいけば、減免の数字を上げていく

というふうな形で考えているということで、いいんですか。 

 

川﨑経済部次長兼農林水産課長 計画では、その予定にしております。ただ相

手方がおられるし、投資、それから経営状況がありますので、協議した

結果で、議会のほうの議決を得たいと思っております。だから、今の予

定では２４万円ずつを上げていく。それを議会に承認していただくとい

うことで予定をしております 

 

森山喜久委員 さっきの話なんですけど、順調に行って、もうかったら上げて

いくというのは別にやぶさかでないんですけど、なかなか思うとおりに

拡大できないときの指標ですよね、そういった数字をどのように捉えて

いるのか。１年１年経営計画とか、収支の確認をしていくのか、どうい

うふうな形で考えているか、教えてもらえますか。 

 

河口経済部長 確かに今、言われるように、何らかの指標といいますか、どう

いう計画で、今年度は結果としてこうだったという予算、決算的なとこ

ろもありますけども、そういうものは、この２年間、３年間の間で確認

をしていただきながら、ここまでいい状況になったよとかという形が、
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今すぐ、ここでどれぐらいのものになるか分かりませんので、それはや

りながら指標として考えていきたいというふうに思っております。 

 

中村博行委員長 その辺は、Ｙフーズとの話はできているんでしょ。３年後の

話ぐらいは。 

 

河口経済部長 ３年後はどういうふうな形にしていくか、契約の中にも、そこ

は協議していくということは当然入っておりますけれども、その話はつ

いております。 

 

中村博行委員長 先ほど宮本委員が危惧されている問題で、こういうふうにな

るんだろうということで言われたとおりで、いいわけね。３年間は据置

き、３年後は協議をしていくけれども、基本は２４万円ずつ、毎年上げ

ていくと。ただ、先のことは分からないので、その都度協議していくと

いうことで。 

 

河口経済部長 そのとおりです。 

 

中村博行委員長 ほかいいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは質疑を

打ち切ります。討論ありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは採

決に移ります。議案第３８号財産の減額貸付けについて、賛成の方の挙

手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

中村博行委員長 全員賛成です。したがいまして、議案第３８号は可決すべき

ものと決しました。以上で全ての議案審査を終わります。これで、産業

建設常任委員会を閉じます。お疲れ様でした。 

 

午後４時１０分 散会 
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令和３年（２０２１年）３月１５日 

              

 産業建設常任委員長 中 村 博 行 

 

 


